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午前10時00分 開会 

○佐々木委員長 

 おはようございます。 

 ただいまより経済建設委員会を開会いたします。 

 本日の委員会ですが議案18件、請願３件、要請１

件の合計22件について審査をいたします。 

 審査の進行につきましては、最初に経済部、観光

部、水産港湾部関係の議案と当委員会に付託されて

おります請願、要請の審査を行います。 

 その後、理事者入れかえ前に農政課より卯原内ダ

ム用水路漏水事故についての報告を予定しておりま

す。 

 農政課の報告終了後、理事者を入れかえまして、

建設部、水道部関係の議案の審査を行います。 

 議案第21号平成24年度網走市一般会計補正予算

中、経済部所管についての説明とその補正予算にか

かります繰越明許費についてもあわせて説明をいた

だいた上で審査を進めたいと思いますので、まず農

政課所管分についての補正予算の説明をお願いいた

します。 

○川合農政課長 

 それでは、資料10号補正予算の概要をごらんくだ

さい。 

 こちらの議案資料30ページをごらんください。 

 平成24年度網走市一般会計農業振興費の小麦集出

荷施設建設事業の歳入歳出予算の補正と繰越明許費

の設定について説明させていただきます。 

 補正の理由につきましては、国の緊急経済対策に

伴いまして、国産農産物の安定供給のため、生産か

ら流通まで強い農業設備に必要な共同利用施設の設

備等の支援をすることを目的とした強い農業づくり

交付金を活用しまして、小麦集出荷施設を網走港に

新設するため、追加補正するものであります。 

 なお、施設建設には多額の経費を要しますことか

ら、生産者負担が大きいことから、北見農業協同組

合連合会からの要請もありまして、補助金のほか交

付税を見込むことのできることから、市が事業実施

主体となりまして、事業を実施するものであります。 

 補正金額は、施設建設にかかる経費といたしまし

て、旅費、需用費、役務費とその他工事管理委託料

として委託料、施設の建設費としまして、工事請負

費の合計42億3,330万円であります。 

 これに伴いまして、歳入予算としまして農業費補

助金21億円、小麦集出荷施設建設事業負担金として

3,330万円、農業債21億円の追加補正を行います。 

 また、今年度内に事業完了が見込めないことから、

事業の全額を翌年度に繰り越すものであります。 

 建設施設の概要についてでありますが、資料31ペ

ージをごらんください。 

 建設場所は、網走市港町４の29外５筆の用地に建

設いたします。この施設の新設によりまして、物流

の合理化を図り、小麦生産にかかわる物流コストの

軽減及び実需者への安定した出荷体制が構築され、

網走港からの出荷量が拡大することになるなど、農

業振興ほか地域振興が図られるものであります。 

 施設の規模につきましては、保管能力は750トンが

24基の１万6,000トン、貯蔵サイロの建設としまして

あらあら出荷能力は１時間当たり500トンの船積み

能力となり、荷受け設備は１時間当たり100トンの二

系列の集荷能力となります。 

 事業費の42億3,330万円のうち、建設費にかかる補

助金が21億円でありまして、地元負担金は市債、そ

の他負担金を合わせて21億3,330万円でありますが、

起債に対しては交付税措置としまして50％の算入が

見込まれることから、地元負担金は10億8,330万円と

なりまして、金利も含めて北見農業協同組合連合会

との間で協議をしております。 

 今後、起債償還の期間、詳細な額などが確定次第、

農協連と返済に関する契約を締結する予定でありま

す。 

 なお、32ページに事業箇所の地図、平面図を記載

してございますので、あわせて御参照願います。 

 続きまして、33ページをごらんください。 

 平成24年度網走市一般会計農業農村整備費、担い

手支援畑総事業分担金、４地区の歳入歳出予算の補

正及び繰越明許費の設定について説明させていただ

きます。 

 １の補正の理由につきましては、国の緊急経済対

策に伴う北海道畑総事業における事業費の追加によ

りまして、４地区の事業分担金を補正するものであ
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ります。 

 また、事業の完了が見込めないことから、事業費

の全額を翌年度に繰り越すものであります。 

 内訳といたしましては、事業費の追加によります

事業分担金としまして、網走東部地区700万円、卯原

内中央地区1,100万円、網走南部東地区1,440万円、

網走南部西区780万円増額するもので、４地区合計で

4,020万円増額補正するものであります。 

 ２の補正額についてですが、補正額の財源としま

して歳入予算分担金1,507万5,000円、道補助金1,25

6万円、市債1,070万円を追加補正し、歳出の残額を

一般財源186万5,000円とするものであります。 

 続きまして、34ページをごらんください。 

 平成24年度網走市一般会計農業農村整備卯原内ダ

ム等改修事業の歳入歳出予算の補正及び繰越明許費

の設定について説明させていただきます。 

 １の補正の理由及び内容につきましては、国の緊

急経済対策に伴う卯原内ダムの水管理制御設備を更

新するため補正するものであります。 

 また、事業の完了が見込めないことから事業費の

全額を翌年度に繰り越すものであります。 

 内訳といたしましては、卯原内ダム等改修事業費

といたしまして委託料1,000万円、工事請負費３億8,

720万円、合わせて３億9,720万円を増額補正するも

のであります。 

 ２の補正額についてですが、補正額の財源といた

しまして歳入予算を道補助金１億9,860万円、市債を

同額の１億9,860万円追加補正するものであります。 

 続きまして、35ページをごらんください。 

 平成24年度網走市一般会計農業農村整備費、斜網

地区ダム等改修事業負担金の歳入歳出予算の補正及

び繰越明許費の設定について説明させていただきま

す。 

 １の補正の理由及び内容につきましては、国の緊

急経済対策に伴い、緑ダムの水管理制御施設を更新

するため補正するものであります。 

 また、事業の完了が見込めないことから、事業費

の全額を翌年度に繰り越すものであります。 

 内訳といたしましては、斜網地区ダム等改修事業

負担金としまして、負担金補助及び交付金として6,

160万円を増額補正するものであります。 

 ２の補正額についてですが、補正額の財源としま

して歳入予算6,160万円を追加補正するものであり

ます。 

 説明につきましては以上であります。 

○佐々木委員長 

 次に、議案第21号平成24年度網走市一般会計補正

予算中、水産港湾部の所管についての説明、そして

繰越明許費についてもあわせて説明いただき、審査

させてもらいますので御説明願います。 

○酒井港湾課長 

 資料10号の補正予算の概要、50ページをごらんく

ださい、平成24年度網走市一般会計港湾建設部補正

予算、海岸施設整備事業の歳入歳出予算の補正と繰

越明許費の補正について御説明をいたします。 

 補正の理由及び内容でありますが、国の緊急経済

対策に伴い、海岸施設の整備を行うため、事業損失

防止施設に係る管理委託に3,800万円及び護岸改良

に係る工事費２億200万円の合わせて２億4,000万円

を追加補正するものでございます。 

 なお、この事業は年度内の完了が見込めないこと

から、事業費の全額を翌年度に繰り越すものでござ

います。 

 51ページの地図をごらんください。 

 工事の内容は護岸の整備と背後を保存する部分に

当たりますコンクリートリフトで、護岸は12月に補

正した箇所から帽子岩側に向いまして約230メート

ルの整備を予定しております。これにより、護岸工

事は完了となります。 

 被覆工事は、護岸背後の保存に相当する部分であ

りますが、現在は地盤整備完了の箇所から約650メー

トルの整備を行う予定になります。 

 これらの箇所は、今回の国の補正予算で採択され

なかった場合は、平成25年度において…… 

○佐々木委員長 

 もう少しゆっくりと明確に話していただけます

か、よく聞こえないので。 

○酒井港湾課長 

 これらの箇所は、今回の国の補正予算で採択され

なかった場合、平成25年度において実施を予定して



- 3 - 

いた箇所でございます。 

 補正の額でありますが、歳出予算では補正前の額

４億1,379万7,000円に、２億4,000万円を加えまして

６億5,379万7,000円となります。 

 財源内訳は、国庫補助金が１億3,200万円、市債が

１億800万円追加となります。 

 歳入予算では、国庫補助金が補正前の額２億2,21

0万円に、今回の補正額１億3,200万円を加えまして、

３億5,410万円となります。 

 また、市債が補正前の額１億7,250万円に今回の補

正額１億800万円を加え、２億8,050万円となるもの

でございます。 

 繰越明許費の内訳でございますが、先ほど申し上

げたとおり、２億4,000万円を繰り越すこととし、財

源内訳は国庫補助金１億3,200万円、市債１億800万

円でございます。 

 以上でございます。 

○佐々木委員長 

 皆さんから質疑等ございますか。 

○平賀委員 

 個別に確認したいのですが、全般的なその補正の

こと、経済部に伺いたいのですがよろしいですか。 

 資料10号の９ページを見ると、国、道補助金が幾

らぐらい、市債幾らということで具体的な数字が載

っている部分です。27億円ということで、市債が起

こされるということに、この事業はなっています。 

 きのうの総務文教委員会の中でやりとりされてい

たのを聞いていたのですけれども、元気交付金でし

たか、国の新しい交付金で網走市の市債の軽減にな

るもの、対象になるもの、ならないものはこれから

だという話だったのですけれども、例えば先ほどの

説明からいくと道営畑総事業のようなものは、もう

これはさすがに決まっているのかなというような気

もするのですけれども、その決まっていないものと

いうのは全部、まだ元気交付金の対象になるかなら

ないか、全てわからないものだけなのでしょうか、

今回、この補正出てきているのは。これはさすがに

決まっているのだというのがあるのでしょうか。 

○三島経済部長 

 国の緊急経済対策にかかります地域の元気臨時交

付金についてでございますけれども、この補正の事

業につきましては内報を受けている事業でございま

す。 

 例えば、小麦集出荷施設建設事業につきましては、

今月の初めに内報を受けたところでございます。 

 地域の元気臨時交付金につきましては、小麦集出

荷施設建設事業については、該当になるであろうと

いう情報は得ておりますけれども、ほぼ具体的な事

業につきまして元気交付金の対象になるかどうか、

またどの範囲までの対象と言われるかといったよう

な具体的なところまでは示されておりませんので、

御理解いただきたいと思います。 

○平賀委員 

 可能性の高いものと、まだちょっとわからないも

の幾つかあるのだけれども、確定はしていないとい

う、ほとんどまだわからないのですね。 

 ちょっとその辺の温度の差があるものとないもの

が、果たしてないものか、あるものか確認してよろ

しいですか。 

 それから、きのうの議論の中でもマックスで見て

もらえるという、元気交付金と一緒になる部分にな

ると21億円になるという数字も出てきたのですけれ

ども、それが市として予想されている最大限の対象

となった場合の数字だということで間違いなかった

でしょうか。 

○三島経済部長 

 私の立場から、その元気交付金の事業の詳細につ

いてお話しできる立場ではございませんけれども、

財政課、企画総務部との話の中では市債等について

のおおよそ８割が該当となった場合については、マ

ックス21億円になるのではないかという話を聞いて

ございます。 

○平賀委員 

 わかりました。 

 あとは21億円の前後、前はないのかな、後ろがど

こまで下がるのを圧縮できるからどうかというとこ

ろをにらんでいるのもいろいろなものがあるという

ふうに思います。 

 次に伺いたいのは、３次行革との関係なのですけ

れども、３次行革の中で一定の歳出削減を進めてい
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くというところの関係と、ここの27億円の市債が例

えば20億円軽減されて６億何がしになるのかもしれ

ませんけれども、その辺の関係はどのような形で見

積もられていらっしゃるのかなと、影響分で。その

辺、どういう認識でいらっしゃいますか。 

○大澤副市長 

 先日からいろいろとお話を申し上げておりますけ

れども、今回の緊急経済対策で53億円の補助事業が

全部、元気交付金の対象になれば、マックス21億円

ぐらいになるだろうというところで、それがまだ確

定しているわけではありませんし、その21億円をど

のような形の事業に充てていくかということについ

ても、まだ具体的に掲げているところではありませ

んので、非常にそういった単年度限りの国の措置で

すから、それは私どもとしてはありがたいというよ

うな受けとめ方をしておりまして、それぞれがどう

いった事業に充てていくかというのはまだ聞いてい

ませんから、当然、建設事業が主かそれらの事業に

なるかと思いますので、その建設事業で箱もの、そ

の他を建設するということになれば、当然、こうい

うことの維持管理費という部分も出てきますし、委

員のおっしゃるとおり行革との絡みも出てまいりま

す。 

 そういったところの部分はありますけれども、今

の段階ではまだ固まっていませんので、明確に行革

との絡みでこの21億円はどうなるのかというところ

までははめ込んでいないところであります。 

○平賀委員 

 そこになるときっと、ここではなく総務文教委員

会の所管になってくるのかなと思うのですけれど

も、それは後ほどある程度固まって見通しが出てき

た中で、市として何らかの形で議会へも示していく

ということになるということで間違いないですか。 

○大澤副市長 

 当然、元気交付金の金額が固まったり、事業が固

まれば、補正予算というような形で早い段階でお示

しをしなければなりませんので、そのときには当然、

行革との絡みも関連しますので、それらも含めてお

示しをするという形になろうかなと思います。 

○平賀委員 

 先ほど護岸工事の部分で、平成25年度予定してい

たものを前倒しでする形なのだという説明があった

のですけれども、ほかのものはいつ予定していたも

のが今回になるのだという説明は特になかったとい

うふうに思っています。 

 伺いたいことは、３次行革をやっていてもやろう

と思っていた事業というのはこの中にきっと入って

いるのだろうと思いますし、もしかしたら今回の補

正が有利なので新規にやろう、予定されていなかっ

たけれども、何とかこの中でやろうとされたものが

あるのかなと思うのですけれども、その辺、どの事

業が３次行革の中でやる予定だったのかというのは

わかりますでしょうか。 

○川合農政課長 

 農政のほうの所管でいきますと、道営畑総事業で

すが、こちらのほうは平成25年度に当初、予定をし

ていたのを安倍内閣の15カ月予算ということもあり

ましたので、前倒ししているところであります。 

 その前倒しすることによりまして、補正債の算入

も見込めるということで、一般財源の軽減も図られ

るということで、今回、補正のほうに充当させても

らったところであります。 

○平賀委員 

 そのほかの事業はいかがなのでしょうか。まだ、

正式には道路事業では説明されていないですが、ど

の事業が行革の中で予定をされていたものを前倒し

なのか、それを確認したいのですけれども。 

○三島経済部長 

 道営畑総事業につきましては、今、農政課長が説

明をしたとおりでございます。 

 そのほか、経済部所管の小麦集出荷施設建設事業、

卯原内ダム等の改修事業、斜網地区ダム等改修事業

負担金、これにつきましては平成25年度以降も事業

の予定はしていなかったところでございます。 

 小麦集出荷施設建設事業につきましては、先ほど

農政課長から説明しましたとおり、オホーツク農業

協同組合組合長会のほうから網走港へ建設をしたい

という話がございまして、この緊急経済対策にあわ

せて実施をするということになったところでござい

ます。 
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 また、両ダムの改修事業につきましては、設備等

の更新年が迎えてきておりまして、財源的にも非常

に大規模な事業になってくるということで、国の事

業が活用できないか開発建設部と協議をしてきたと

ころでございますけれども、なかなか事業が見込め

ないという状況の中で、今回の緊急経済対策という

ことが出てきまして、これに乗って行うということ

になったところでございます。 

○平賀委員 

 全般的な流れは理解させていただきました。 

 それでは、個別な質問にちょっと移っていきたい

と思いますが、最初に小麦集出荷施設なのですけれ

ども、端的に伺いますので、これ資産は誰のもので

しょうか。できたものは。 

○川合農政課長 

 こちらのほうは、網走市が事業主体として実施す

るものでありますから、資産は網走市のものとなり

ます。 

○平賀委員 

 そうすると保守点検、あるいは修繕も網走市が今

後、行うものであるという認識でよかったでしょう

か。 

○川合農政課長 

 こちらのほうは、今後、指定管理者制度での管理

を想定しているところであります。 

○平賀委員 

 そうすると、保守点検、管理、それから修繕は指

定管理者がその責任によって行うと。ただし、一定

の額を超えたものは網走市が行うと、その辺につい

ての細目はこれから指定管理者選定の中で定めてい

くので、今の時点ではまだ決まっていない、そうい

う認識でよかったのですか。 

○川合農政課長 

 これから指定管理者の選定を進めていく中で、そ

の中身について精査をしていって、その負担につい

ても協議していくということになります。 

○平賀委員 

 全体のその状況はわかりました。 

 非常に期待されているものでありますし、これが

できることによって大きな変化がきっと起きてくる

のだろうというふうに思います。 

 どうしてもその網走港も出荷、輸出、輸入の金額

が下がってきているというのがありまして、それに

も大きく寄与するのだろうなというふうに思いま

す。 

 それで、先ほどの地域の元気臨時交付金を使って、

たしか31ページの４の事業費の表を見ると、実質負

担が書かれている部分、18億3,300万円、そこを圧縮

していこうというイメージだというふうに理解して

いたのですけれども、まずそれで間違いなかったで

しょうか。 

○三島経済部長 

 この事業につきまして元気交付金の事業、元気交

付金を充てるという考え方でございませんで、地元

負担の起債額21億円について交付税50％見込まれる

ということで、交付税算入が10億5,000万円、残りが

実質、地元での負担と、この負担につきましては市

と農協で協議を今、進めているというところにござ

います。 

○平賀委員 

 この元気交付金の対象には、これもなる可能性が

あるものですよね。その対象になった場合、幾らか

その市の起債の部分が軽減されることになるのです

けれども、それはあくまでも起債の部分だけを圧縮

していくという形で、その元気交付金を使われると

いう理解でいいですか。 

○三島経済部長 

 現在のところ、この小麦集出荷施設にかかる元気

交付金が対象となった場合につきましては、その元

気交付金を市のどういった事業に充てていくかとい

うことについては、まだ今後、これから内部的な協

議に入っていくということでありまして、元気交付

金をこの事業に充てるという考え方ではございませ

ん。 

○平賀委員 

 わかりました。理解をさせていただきました。 

 次、ダムのほう、二つのダムのことですけれども、

先ほどもともと予定していたのだけれども、なかな

かめどがつかなかったということでありました。こ

れも確認なのですけれども、本当はあと５年とか６
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年持つのだけれども、今のうちにやっておいたほう

が有利だからやるといった性質なものではなくて、

もう近々にはやらなければならないのだけれども、

なかなかそのめどが立たなかったという性質のこと

で間違いないということですね。 

○川合農政課長 

 こちらのほうは、卯原内ダムのほうにつきまして

は平成15年度から管理受託を受けておりまして、そ

の前から施設のほうの建設はされていたところでご

ざいます。 

 その中で、システムなりのデータを収集するシス

テム内容の保守期間というのがもう過ぎておりまし

て、早いうちに修理をしなければならないというこ

とがありました。 

 今般の緊急経済対策の中で、農業水利施設保全合

理化事業というのが創設されましたので、そちらの

ほうでもって事業を進めるということになります。 

○平賀委員 

 わかりました。 

 斜網地区のほう、これは負担金ですからほかの市

町村もそれぞれ負担金があって行うのだろうなと、

額もその卯原内に比べると小さい額になるのですけ

れども、これはきっと網走市の負担分だからですが、

主になる自治体が多分あったりして、それでそれぞ

れ分担が違うのだろうなと思います。この内訳を教

えていただいてもよろしいですか。 

○川合農政課長 

 こちら斜網地区のダムでありますが、緑ダム、こ

ちらのほうは１市４町で管理をしております。網走

市、斜里、清里、小清水、大空町となってございま

して、網走市の負担割合としては26.2％ということ

で、今回の補正の予算額となっております。 

 全体の斜網地区のダムの補修の事業費であります

が５億円ということで、こちらのほうも国庫補助金

が２億6,500万円出ていますので、地元の負担金が２

億3,500万円となりまして、網走市の負担が26.2％と

いうことで6,160万円、斜里のほうで18.4％、4,324

万円、清里で23.9％ということで5,616万5,000円、

小清水町で31.3％で7,355万5,000円、大空町で0.2％

で47万円という内訳になっています。 

○平賀委員 

 内訳わかりました。 

 そういう形で各市町村でやると、お金を出し合っ

て補助を受けてやると。施設の方針は今回、水利管

理の下水設備というふうに限定されているのですけ

れども、これ以外にも補修を予定されている必要な

ところ多分あるのではないかと、特に卯原内ダムに

ついては管、導水管の事故が続いた関係もあって卯

原内ダムは必要なのではないかなと。 

 その辺もある程度、含まれているという考え方で

いいのでしょうか。 

○川合農政課長 

 こちらの卯原内ダムのほうですが、卯原内ダムの

操作制御施設の更新ということに今回あわせまし

て、卯原内ダムのファームポンドが５カ所あるので

すが、そこの緊急遮断弁を設置するという計画も持

ってございます。 

○平賀委員 

 緊急遮断弁をつけることで、恐らく漏水したとき

にすぐ対応できるという、そういうことがあるのだ

と思うのですが、それをもう少し説明をしていただ

いてよろしいですか。 

○川合農政課長 

 送水管の10月にもありましたが破断事故があった

場合、ファームポンドには1,000トンから2,000トン

の水が入ってございます。そこからの水が一気にあ

ふれ出すということになりますと、人的な被害も想

定されることから、この緊急遮断弁を設けまして一

定の水位が下がったときには自動的に遮断できるよ

うなシステムをつくるということです。 

○平賀委員 

 わかりました。 

 思わぬ災害を起こさないためにも、これは必要不

可欠なものと理解させていただきましたので、ぜひ

これも含めて整備できてよかったのではないかと思

います。 

 それで、この水の水利権の活用なのですけれども、

従来から水が全て使い切る、水利権として使い切れ

ていなくて、余地があるということでたびたび指摘

はされてきたという経過が多分あるのだと思いま
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す。 

 何らかの形でやはり活用できないかということを

国とそれぞれ協議をしていく必要が私はあるのでは

ないかなというふうに思うのですが、例えばダムで

すから、一般的に考えられるのは発電だろうと、小

水力発電を含めた発電だろうというふうに思うので

すけれども、そういった形のものを含めて何らの水

利権をさらに活用するというふうな考え方や取り組

みも今、何かお持ちでしょうか。 

○川合農政課長 

 こちらの水利権の使用ということですが、今、水

の利用を増進するということで、イチゴ栽培でふや

していこうという考えでは進んでおります。 

 また、その中ではまた別の使用方法ということで、

発電等ということもあったのですが、内部で検討し

ていましたが、コスト、発電にするためのコストを

考えていきますとペイできないということもありま

して、今のところはそれ以上の考えを持っておりま

せん。 

○平賀委員 

 状況は理解をさせていただきました。 

 積極的にこれからの水利権の活用というのをあ

る、利用できるものですから、どう利用するか考え

ていただきたいのですが、もう一つ水利権の活用だ

と網走の課題は工業用水が非常に高いということだ

と思っております。 

 そういったところに転用するというのは一つ方法

かなと思うのですけれども、その辺いかがでしょう

か。 

○川合農政課長 

 工業用水への転用ということですが、こちらのほ

うは土地かんがいの利用というふうに限られており

ますので、目的外利用となりますとなかなか認めら

れないということもございまして、今畑かんがいの

利用で水利用率の増加を考えております。 

○平賀委員 

 そこは私も認識をしているところなのですけれど

も、そうはいっても、やはりそこに実は課題がある

のだというふうに思います。 

 これは企業誘致だとか含めて、これは工業に限ら

ず商業もそうだと思うのですけれども、水道が高い

というところが一つの大きなネックになっているの

です。 

 そこの課題解決のためには、そこを乗り越えてい

く努力が私は必要だと思っているのですけれども、

それについては改めて国に対して働きかけが必要だ

と思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○三島経済部長 

 ダムの水を、現在水道、上水道を使用していると

ころ、この代替としていくことだと思いますけれど

も、先ほど課長が説明しましたとおり、現在の規制

の中では目的外での利用は認められないという状況

になっておりますので、そういった利用ができるの

かどうかという、特区になるのかどうかわかりませ

んけれども、そういった可能性を研究をしていきた

いと思いますけれども、一方で上水道の事業のこと

もございますので、そのあたりと精査をしながら研

究をしていかなければならないのだというふうに考

えております。 

○平賀委員 

 ぜひ、そこは精査をしながら検討していただきた

いなと思います。 

 能取漁港地区も含めて、水産で水を使う部分があ

ったりするのだろうと思うし、そういったところも

今は経営状況にも影響いろいろある、いろいろな厳

しい状況があるのは御承知のとおりだと思うのです

けれども、そこで水の部分で大きな軽減があると、

これまた大きなプラスになったりするのかなと思い

ます。それ以外にも影響あると思いますので、積極

的に研究していただきたいと思います。 

 以上です。 

○佐々木委員長 

 そのほか、質問等は。 

○栗田副委員長 

 平賀委員のほうからも冒頭、起債の発行に関して

の心配な部分の意見が出ましたけれども、私も同様

の考えなのです。 

 きちんとした手当をしてくれるのであれば、最大

限、有効に活用することも必要でしょうけれども、

やはり借金がふえることには変わらないわけですか
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ら、事業一つ一つで精査をされるべきであると、慎

重に考え直していかないと。 

 ただし、これが今後実施されたならば、かなりの

経済効果が当然、当市にもたらされるという現実で

ありますから、当然、それも加味しながらのお話に

なると思うので、その辺も慎重に精査していってい

ただきたいと思います。 

 １点、確認をしたいのですが、サイロの件なので

すが、内容については市が所有権を持ってその施設

をつくるということは、言うなれば網走システムの

構築ができ上がっていく第３弾目ぐらいになるので

はないかなと思うのですけれども、非常に有効な手

だてで、特に農家の負担というのは激減されるわけ

ですから、非常にいいことだと思うのですが、心配

な部分として建物を市が持つのでしょうけれども、

その土地の所有権というのはどこが持っているので

しょうか。 

○川合農政課長 

 こちらの港町の建設予定地につきましては、北見

農業組合連合会のほうで所有をしてございます。 

○栗田副委員長 

 東網走の麦乾も多分、そういうシステムだと思っ

たのですが、ではその借地になるのか、その上に市

のものが建つということですから、あくまでも財産

権というのは市が持って、指定管理者たちもこうい

う説明がありましてけれども、そういう形になった

ときに果たしてそれをずっと継続して未来永劫やっ

ていくのか、その賃貸借の関係というのはどうこと

になるのか、少なくても市が所有する物ですから公

的な物になります。公的な建物を大きな団体ではあ

りますが、個人の所有物に建てるということに対し

てのお考えというのをお聞かせいただきたい。 

○川合農政課長 

 こちらのほう、網走市のオホーツク農協の小麦集

出荷施設、同じようにこちらのほうも北見農業協同

組合連合会と使用貸借をして今後とも、その管理し

ていきたいというふうに考えておりますし、運営費

などにつきましては、指定管理者の利用料の管理の

中でやっていただく、維持補修もその中でやってい

ただくという観点で今のところはそうです。 

○栗田副委員長 

 それは理解できますけれども、先ほど言ったよう

に未来永劫、その市の設備として縛りがあるので、

短期的には譲渡という形にはできないシステムだと

思うのですが、将来にわたっても市でそれを所有し

ながら、そういう管理の仕方をやっていくのかとい

うところを聞きたいのです。 

○三島経済部長 

 今回の小麦集出荷施設、また現在、建設中の麦の

乾燥処理施設につきましても、土地につきましては

他の団体の所有ということで市が建設をしてやって

いるというところでございますけれども、将来にわ

たっても、市が所有したままいくという考えでいる

ところでございます。 

○栗田副委員長 

 いろいろなことがあって、本来であるとやはり主

体であるＪＡのほうに譲渡なり、売却なりをしてと

いう形が本当、本来だと私は思うのですが、そうい

うことがなかなかできないということであれば、で

はこれで耐用年数ってあるわけですよね。そのとき

にも、また市がそれに対するメンテナンスも建てか

えも含めてやっていくという考え方なのか。 

○三島経済部長 

 建物でございますので、それぞれ耐用年数がござ

います。 

 その時点で、大幅な改修が必要になった、また建

てかえで必要になるといった場合につきましては、

市がそれを行っていくのか、またあるいは強い要請

があって建設をしてきたという経過もあるわけでご

ざいますから、その場合にはそういった団体でその

後の改修等、それから維持管理も含めて、その時点

で協議をしていくということになるのではないかと

いうふうに考えてございます。 

○栗田副委員長 

 ちょっと普通に考えると人の土地の上に公的な物

が建つというのは、いずいかなという気がしたので

すが、市がしっかりとしたそういう考え方を持って、

要はこの地域の農業を守っていくという前提でやっ

ていただけるのであれば、それで方法としてはいい

なと思いますけれども、何分にも民間に行けばそれ
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なりの固定資産税が発生したり、いろいろなことが

出てきますので、そういう部分は財源のほうで発生

するということになりますが、それも考えながらと

いうことなのですが、もう１点だけ、そのＪＡとの

協議の中ではそういう形でしっかりでき上がった契

約のもとに、今回、建設という感じなのでしょうか。 

○川合農政課長 

 北見農業協同組合連合会とは、そういった話の中

で協議をして進めおります。 

○栗田副委員長 

 はい、わかりました。 

 その辺は、そういうこともあるので、その部分含

めたやり方で進めなくてはいけないのだということ

がわかりました。 

 以上です。 

○佐々木委員長 

 そのほかございますか。 

○近藤委員 

 国の緊急経済対策を使って、さまざまな補正予算

を組まれたと、本当に３カ月という短期間の間にこ

れだけのメニューを組み立てられたと。結構スピー

ド感のある取り組みだなというふうに、全体を見て

評価をしたいなというふうに思います。 

 あとは一つ一つの取り組みについては、まず小麦

の集出荷施設建設についてでありますが、これは網

走産だけではなくてオホーツク管内産小麦の高付加

価値化でありますとか、環境負荷の軽減、さらには

その港湾用地の利活用ということで、一石三鳥の取

り組みだろうというふうに高く評価をしていますの

で、しっかりと推進をしていただきたいと思います。 

 その中で、幾つかお伺いしたいのですけれども、

この補正予算が通った後の具体的な工程のスケジュ

ール、これからつくられる部分もあるかと思うので

すけれども、どのくらい考えてらっしゃるのか。 

○川合農政課長 

 こちらの小麦集出荷施設のほうですが、今般、内

報をいただきまして、今、事業計画の提出をしてい

るところであります。 

 今後、設計のほうを進めながら発注のほうを進め

ていきたいと。発注のほうも時間が事業費が大きい

こともありますので、その後、議決、承認が必要と

いうこともありますので、こちらのほうもスピード

感を持って取り進めていきたいと考えておりまし

て、来年の３月31日までが期限でございますので、

その前には全て完了していきたいと考えておりま

す。 

○近藤委員 

 ぜひスピード感を持った取り組みを進めていただ

きたいと思います。 

 あともう一つ、国の緊急経済対策ということで、

当然、その地域の経済にメリットが波及していかな

ければいけないということなのだと思うのですけれ

ども、今回、この建設事業でどの程度、地元の業者

がかかわれそうだなというのは想定されています

か。ざくっとでいいのですけれども。 

○角田建設部参事 

 基本としまして、今のところ前回の麦乾と同じよ

うな予定で、オホーツク管内の業者を対象に工事の

発注を行う予定であります。 

 その中で、一般競争入札ということでそれぞれに

参加していただいて、業務を進めたいというふうに

考えてございます。 

○近藤委員 

 事業費も非常に大きいので、地域経済に波及して

いく効果も大きいのかなというふうに期待をしてお

りますので、そのあたりはしっかりとやっていただ

きたいと思います。 

 それとあと新しい施設、小麦の集出荷施設ができ

るということで、その現行の今、港に建っている小

麦センターの役割がお役御免に将来的にはなるのだ

ろうと思うのですけれども、この小麦センター、お

役御免の後、古いほうはどうなっていくのかという

のは、今の段階では。 

○川合農政課長 

 今、建っております小麦の船積センターでござい

ますが、今は2,400トンの保管能力を持っているとい

うことでございます。 

 ただ、こちらのほうも建設から30年を経過してお

りまして、また今の場所では高潮の影響を受けると

いうこともありまして、今回の新設に伴いまして廃
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止していく予定でございます。 

 それに、こちらの小麦の船積センターは北見農業

協同組合連合会の所有でありまして、北見農業協同

組合連合会のほうの今の希望でございます。 

○近藤委員 

 わかりました。遺漏なく取り進めていただきたい

というふうに思います。 

 それとあともう一つ、港湾のほうで事実上の前倒

しで護岸改良もされていったと思うのですけれど

も、これまで何年もかけて整備もされてきたところ

だと思うのですが、こういう全体の全て必要な工事

部分の何割が終了するという話ですか。 

○酒井港湾課長 

 護岸につきましては、今回で完成という形になり

ます。残りのほうにつきましては、被覆工事が先ほ

ど申し上げたとおり、予定どおりで650メートル完了

した場合、残りとしては約280メートルぐらいの残延

長になるので、かなり完成のほうに近づいてきたと

いうことです。 

○近藤委員 

 国の補正予算を活用して、基金前倒しも含めてし

っかりやれているのかなというふうに思いますけれ

ども、これもしっかりと進めていただきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○佐々木委員長 

 そのほか。 

○平賀委員 

 済みません、ちょっと聞き忘れがあったので。小

麦の集出荷施設での関係なのですけれども、実際、

できてからの話なのですけれども、相当、道路への

影響、それから交通への影響って大きくなるのだろ

うというふうに思うのです。ここに集荷される時期

が集中しますから、それのことで道路の改良が必要

ではないかだとか、交通安全対策が必要ではないか

とか、当然、想定されると思うのですけれども、そ

れはどのように現時点でお考えでしょうか。 

○三島経済部長 

 小麦の集出荷施設、今の第３埠頭のところに建設

をする予定になっておりますけれども、今、委員か

らお話がありましたとおり、秋の平成26年産の麦か

ら受け入れをしようということで考えておりますの

で、そういった中で時期的に集中するということが

当然、考えられると思います。その道路等の整備ど

のように対策を講じるかというところは、これから

港湾と協議をさせていただくということになってお

ります。 

○平賀委員 

 そこに向かう道路もそうですし、その港湾の機能

的な部分もどういう影響が出るのかという、いろい

ろシミュレーションを多分していかなければならな

いこともまだあるのかなと思います。その辺は漏れ

のないようにしていただきたいと思います。もしか

したら、今回、補正で上がってきている道路、その

ための整備なのですと後で言われるかもしれません

けれども、道路の整備ももしかしたら改めて必要な

場所も出てくるのかなということがあるかもしれま

せんので、もしその辺も含めてやっていただけたら

なと思っています。 

○佐々木委員長 

 そのほか、よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 ないようですので、議案第21号中、経済部、水産

港湾部所管分について、原案可決すべきものと決定

をいたします。 

 次に、議案第25号と第31号は関連がありますので、

あわせて説明いただき、審査を願いたいと思います

ので、まず説明をお願いいたします。 

○田口観光課長 

 それでは、議案第25号平成24年度網走市流氷館特

別会計補正予算債務負担行為について説明いたしま

す。 

 別冊議案資料10号の２ページをお開きください。 

 ３、債務負担行為の補正。上から４行目をごらん

ください。 

 本件は、平成25年４月１日から履行が必要となり

ますオホーツク流氷館の管理委託契約につきまし

て、平成24年度中から事務を取り進める必要があり

ますことから、債務負担限度額を設定し、事務を行



- 11 - 

うべきものです。 

 なお、管理委託料は、平成24年度予算では5,400

万円としておりましたが、委託業者の努力もありま

して入館者数がふえていることから、これに伴う営

業経費等の増加を考慮しまして、単年度、5,600万円、

２年間で１億1,200万円とするものでございます。 

 続きまして、議案第31号のほうに移らさせていた

だきます。 

 議案第31号網走市公の施設に係る指定管理者の指

定ですが、議案資料55ページ、資料第12号をごらん

願います。 

 本件は、オホーツク流氷館を指定管理者に管理を

行わせる施設としまして、指定管理者につきまして

は株式会社網走観光振興公社を指定するもので、指

定の期間は平成25年４月１日から平成27年３月31日

までの２年間としております。 

 管理委託料につきましては単年度5,600万円、２年

間で１億1,200万円とするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○佐々木委員長 

 何か質問等ございますか。 

○平賀委員 

 営業努力もあって5,600万円見ながら２年間とい

うことであります。営業努力もあってというけれど

も、ある意味、今は経過措置は自画自賛的な報告だ

ったのですけれども、ここをやはり直していかなけ

ればならないのだろうというふうに考えます。以前

にも申し上げましたけれども、この２年間の間でこ

の形態は、公社としての形態ではなくて、役員構成

含めて運用形態を見直していくという、それも前提

の中でこの２年間で整理をしていくというふうに理

解でよかったでしょうか。 

○田口観光課長 

 現在のところですね、オホーツク流氷館について

は新たな建設のことを検討しておりまして、この２

年間につきましては建設というか、この現在の流氷

館の形態については変わらないという状況が考えら

れますので、この２年間については現在の状況でい

きたいというふうに考えております。 

○平賀委員 

 そこは一緒だとわかるのですけれども、私が伺っ

たその２年間の間にこの状況を整理をしていって、

その後の結論に結びつけていくという考え方をちゃ

んと持てているのかどうかです。そこをお聞かせい

ただきたいと思います。 

○井上観光部長 

 前の委員会でも似たような御質問があったと思い

ますけれども、当然、今、建てかえを前提にしなが

ら、この２年間、しっかり収支の均衡を図りながら、

それはそれで進めていくということになりますけれ

ども、当然、建てかえを前提にしてのいろいろな話

でございますので、そういった検討の中には新しい

体制の中で公社としてのそういった現状抱えている

体制の問題についても、当然、どうあるべきか、ど

うしていくかということは、これは検討の一つだと

いうふうに、前にも申し上げていますけれども、そ

ういった一つの課題として今後、整理をしていく、

あるいはどうあるべきかということについての一定

の方向性を出していくということになろうかという

ふうには考えています。 

○平賀委員 

 今回のこの２年間の委託について私は特に異議は

持ち合わせておりませんが、その期間の間、２年あ

るわけですから、今、部長がおっしゃられたような

検討を進めながら、何らかの形で望ましい形態とい

うのを、運営形態、役員構成含めて出していただき

たいというふうに思いますので、そこの配慮はぜひ

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○佐々木委員長 

 そのほか何かございますか。 

 よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 では、議案第25号、31号につきましては、全会一

致をもって原案可決すべきものと決定いたします。 

 次に、議案第46号についてのまず説明をお願いい

たします。 

○酒井港湾課長 

 続きまして、議案資料97ページ、資料27号をごら
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ん願います。 

 網走港海岸(海岸町地区)護岸改良工事その１(繰

越)請負契約の締結について御説明いたします。 

 本件は、昨年12月に海岸施設整備事業において工

事請負費として２億円の追加補正を行ったことにか

かわります工事請負契約の締結で、網走市議会の議

決に付すべき契約に関する条例の規定に該当するこ

とから、議決を求めるものでございます。 

 契約の内容ですが、入札執行日は平成25年２月19

日、契約の方法は指名競争入札、契約の金額は１億9,

425万円、契約の相手方は丸田・土屋特定建設共同企

業体、完了予定日は平成25年９月30日でございます。 

 なお、工事の概要については、記載のとおりでご

ざいます。 

○佐々木委員長 

 皆さんから質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 それでは、議案第46号につきましても、全会一致

ともって原案可決すべきものと決定いたします。 

 次に、請願、要請の審査に入りたいと思います。 

 請願第15号、22号につきましては、原発関連とな

りますので一括して審査をしていただきたいと思い

ます。 

 請願第15号泊原子力発電所１、２号機の再稼働反

対とプルサーマル計画中止を求める意見書提出につ

いての請願につきましては、平成23年12月19日、24

年３月９日、24年６月15日、24年９月14日と４回出

ておりまして、これは継続審査になっております。 

 第22号につきましては、泊原発１、２号機の再稼

働の断念等を求める意見書提出について、これも24

年12月14日に出されまして、継続審査となっており

ます。 

 まず、この２点につきまして皆さんの御意見等を

伺いたいと思います。 

 どうでしょうか。 

○近藤委員 

 過去の委員会でもたびたび議論をさせていただい

ている案件であります。 

 ２年前の3・11の東日本大震災とそれに伴う原発事

故から、その原子力発電所のリスクとコスト、とい

うのは未来永劫この社会で使いきれるものでないと

いうことは明らかになっているのですが、一方でそ

の原発がこの国には多数ある、そして動いているも

のもあって、そこをもとに経済活動をやっていると

いう現実もあるという点では、大局的に目指すとこ

ろは原発のない社会であるのだけれども、やはりす

ぐに特定の原発をとめようとか、全部やめてしまえ

とか、そういう根拠なき夢物語ではだめであろうと

いうふうに私は考えている立場でありますので、こ

の請願第15号と22号については、泊原発を特定して

再稼働断念でありますとか、再稼働反対という書き

方になっておりますので、この部分については私は

採択しかねる、不採択の立場であります。 

○七夕委員 

 請願第15号、22号ともに我々拓進会としては、こ

の請願に対しまして採択の立場で発言してきたわけ

ですけれども、今回も変わらず同じ意見でございま

す。 

○平賀委員 

 一応、要請も出させていただいておりますので、

ちょっといろいろな討論があるなということを改め

て思っているところでもあります。 

 基本的には現状では、泊原発稼働というのは難し

いのだろうなという認識を持っているのと、以前も

お話をしましたが大間原発については建設中止を求

める動きを函館市もされているというような状況も

あるので、基本的には採択の方向かなという認識を

持ってございます。 

○栗田副委員長 

 近藤委員の見解と同じなのですが、このほかにも、

後ろのほうにも出てきますけれども、大体同じ内容

なのではないかなと私は個人的に思うのですが、ち

ょっと文の書き方が違うので、根っこにあるものが

基本的には僕は一緒なのではないかなという気がし

ております。 

 近藤委員から言われたように、原発のない社会に

できれば一番いいのでしょうけれども、状況とやは

りいい悪いは別にしても、原子力は今存在している

ということなので、何度も言っていますけれども核
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のごみの問題もありますので、それも全て含めて緩

やかにこの方向であれば問題はないのでしょうけれ

ども、ちょっとこの部分については過激な部分が強

いので、私は継続をしてもう少し様子を見たいなと

思います。 

○佐々木委員長 

 それでは、請願第15号と22号につきましては、不

採択、採択、また継続と意見が分かれておりますの

で、継続という形にしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 次に、要請なのですが、これは同じ原発関係に関

連があるもので、新しく要請が１件出ております。 

 脱原発と泊原発再稼働について、慎重な対応を求

める意見書の提出要請です。 

 この案件につきましては、新規で出ておりますけ

れども皆さんの御意見を伺いたいと思います。 

○平賀委員 

 まず審査をしていただく前に申し上げたいのです

けれども、これは我々の会派が出させていただきま

したが、ちょっと状況が変わっているものがありま

すので、申しわけないですがその３行は除いて審査

をしていただきたいと思います。 

 記の上の上から数えて５行目、下から５行目です。

「また道内における」から「現状です」までの、こ

の３行はちょっと現状に合っていない、今現在、稼

働しておりませんので削除していただくというイメ

ージで御審査をいただきたと思います。 

 これがなくても意味は変わりませんので。 

 この部分は先ほどの請願等の若干違いもあります

ので御説明をさせていただきますが、やはり原発の

是非については道民の合意が基本的にはなければい

けないのだろうと思います。それは不安の解消とい

うことだと思っておりまして、そのためには公聴会

を行うなど、最大限にやはり配慮ということが必要

で、道民に広く聞いて合意形成をちゃんと行うとい

う過程が私は大事なのだと思います。 

 また、いつかは原発というのは比率をエネルギー

として頼る率を減らしていくのを含めて、限りなく

ゼロにしていくことを一つの目標に据えながら、新

エネルギーの積極的な開発、あるいは早期の脱原発

に向けての取り組みというのを予算で措置を進めて

いかなければならないのだということを、やはりそ

こは共通理解として持てるところだろうというふう

に思います。100％できるかどうかは別としての話で

す。 

 それから、北海道電力と北海道はいろいろ協議を

していますけれども、こういった状況を解決するた

めにやはり行政と北海道電力だけでは難しいのだと

いうふうに思います。 

 学校、研究機関、それこそ産学官が連携をして新

しい事業スキームをつくっていって、そこからまた

雇用を生み出したり何なりするというチャンスをま

た生めるというものも、もしかしたらあるかもしれ

ません。 

 そういったことをやはり網走市議会としてしっか

り求めていくことに私は意味があるというふうに思

いまして、今回、民主市民ネットとして要請をさせ

ていただきましたので、ぜひ各委員の皆さんには御

理解をいただいて、採択をいただきたいというふう

に思います。 

 よろしくお願いします。 

○佐々木委員長 

 皆さん、御意見いかがでしょうか。 

○山田委員 

 私どもの拓進会のほうでもさまざまな請願、いわ

ゆる原発を将来的になくしていく、そしてそういう

過程を大事にして話し合いをして、最終的にはない

社会をつくっていこうということは大事だと。 

 今回、出された中身については拓進会としては、

当然、このようなやり方でやっていくことがいいと

いうことで採択という形でお願いします。 

○近藤委員 

 先ほど私自身の見解をお話しさせていただきまし

たが、やはり大局的に目指すところは、これは原発

のない社会だと、そこに行き着くプロセスがやはり

大事であって、先ほどのようなすぐにとめろとか、

全部やめろとかではだめで、やはりまず進めていく

べきは脱原発依存だと、原発の依存度を徐々に減ら
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していくという作業が必要で、それを具体的にやっ

ていく行程というか、ロードマップがやはり重要な

のだろうというふうに私は思っています。 

 先ほど議論にもありましたけれども、原発依存を

徐々に減らしていく上では、その自然エネルギーの

最大限の利用であるとか、省エネの推進であるとか、

一方で原子力研究もさらに進みながら核廃棄物の処

理の手法であるとか、廃炉にしていく技術というの

もさらに高めていかなければならないし、また一方

で原発依存型経済に生きてきた地域の雇用とか経済

をどうするかという課題もあります。 

 そういう点では具体的にこの課題をどう解決して

いくのかという工程表がまず重要なのだというふう

に私は思っていますので、そういった政策、政府も

きのう国会の議論なんかを見ていると電力の自由化

に向けた発送電分離とか、法案提出を今後考えてい

るという形で、その段階的に原発に依存しない社会

をつくっていこうという方向で動き出していますの

で、この意見書については採択をするという方向で

考えたいと思いますが、ちょっと２点ほど確認した

いのですが、いいですか。 

 ２段落目の去年の泊３号機の本格運転の部分で、

事実上、道民の意思を無視するような形でという文

言が入っているのですが、これは多分提出者の方の

主観であろうというふうに思うので、できればこれ

をとっていただくことはできないかという質問と、

あともう一つ、４段落目の敷地内にある11本の断層

のうち３本に活断層の可能性があると判明した以

上、それは必要不可欠という「それ」というのは、

これは代名詞なのですが具体的に何を指した「それ」

なのか、道民意思を聞けという、聞くことが必要不

可欠という意味で解釈していいのかというのをちょ

っと確認させていただきたいのですが。 

○平賀委員 

 まず１点目ですけれども、近藤委員が恐らく行っ

ているのは「事実上」から「形で」までを削除した

ら意味も変わらず、スムーズになるのではないかと

いうことだと思いますが、そこは特にこだわるとこ

ろではないのだというふうに思います。 

 それから、次の「それ」ですけれども、ここは基

本的には御指摘のとおりだと思います。こういった

状況がありますので、そこは必要不可欠だという意

味です。 

○近藤委員 

 はい、わかりました。 

○佐々木委員長 

 それでは、そこは意見書案の中で整理するという

ことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○栗田副委員長 

 先ほど申し上げたのですが、同じことを僕は言っ

ているぐらいにしか捉えられないので、認識不足な

ので。確かに柔らかい言い方をしていますけれども、

我々市議会の会派のほうからという形で上がってき

たものですから、もうちょっとしっかりとした思い

というものを確認したいのです。これをどうして今、

この時期に、こういう形で上げなくてはいけないの

かというのを、せっかく皆さん議員もいらっしゃる

ので、誰か代表してその思いをしっかりと聞きたい

と思います。 

○平賀委員 

 先ほど若干、説明させていただきましたので、ダ

ブる部分も出てくると思いますが、やはりまず一つ

は原発、先ほど近藤委員もありましたけれども、ま

ず皆さんで共通して持てるのは原発に対する依存度

を下げていこうということなのですけれども、それ

がまず必要ですので、きちっと声を上げていかなけ

ればいけないよということがまず一つあると思いま

す。 

 もうちょっとやはり泊原発の再稼働について、ま

だ解決されていない懸念がある、それはこの文中に

も書いてあります敷地内に11本断層があって、その

うちに３本の活断層の可能性があるということが判

明したと、これは科学的な事実としてあるわけです。 

 こういった事実がある以上、そこに対する不安の

解消、あるいはそこを解消した上で道民の皆さんに

納得をしていただくというプロセスが必要不可欠だ

と思っています。 

 そこをやはり省かれるような形になるとよくない

ということが、やはりその共通の理解としてあると
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同時に、万が一、そこのプロセスをはしょって再稼

働してしまうときに事故が起きてしまったら、これ

は網走を含めて道内全域に大きな問題になるのでは

ないかと。 

 ですから、その懸念されるプロセスは100％全部を

排除するのは難しいかもしれませんが、最大限、現

在の科学技術や人類が思っている知識を導入して解

決できるものは解決する、不安をなくせるものはな

くすという取り組みをやはりするということ私は大

事だと思っていますし、うちの民主市民ネットの会

派もそこは共通の見解として持っていることだとい

うふうに思っています。 

 それで今回、改めてこういった意見書を市議会と

して出していって、きちんと網走市議会で周知をし

ていくということが重要であるということを考えま

したので、こういう形で要請をさせていただいたと

いうことで御理解をいただきたいと思います。 

○栗田副委員長 

 すごく願意というか、見解はわかるのですが、つ

まり90何％、安全な状態にならないと泊の稼働は認

めないという前提の意見書になるのでしょうか。 

○平賀委員 

 稼働が現時点でできるかどうかの判断をここでし

ようとは思いません。稼働ができるかどうかの判断

を、できる場所を道民に対してつくってくださいと

いうことを求めていますから、稼働の是非について

のことをここで申し上げているつもりは現状はあり

ません。 

○栗田副委員長 

 つまり、だから安全性を担保されれば再稼働もや

ぶさかではないという捉え方でよろしいでしょう

か。 

○平賀委員 

 そこは道民の合意が得られるかどうかと思います

ので、そこは我々が判断するところではないのかな

というふうに、今現時点で思っています。それは

先々、栗田委員の言うような判断をするときがもし

かしたら来るのかもしれない。今の時点ではまだそ

この判断に行き着くような状態にはなっていないだ

ろうというのが私の認識でございます。 

○栗田副委員長 

 何度も請願をいろいろこういう形で上がってきて

いると私は申し上げていますけれども、まず一つは

電気代に転嫁される部分、北海道というのは広大な

面積がありながら、送電線網を張りめぐらせている

わけですけれども、それは十分な状況、もちろん容

量も含めて、ですから当市においても太陽光発電に

ついては今、現状としては２カ所以上はもう無理だ

という状況があります。 

 だから、そういうものが全て整備されない限り、

僕はやはり今のところ泊を再稼働するのがベストな

選択ではないかなというふうに個人的に考えていま

す。 

 現状で稼働していなくても大丈夫だよというもの

の考え方が多分、これは一般の方も報道も含めてさ

れていると思います。マックス、今、非常に危険な

状況で火力発電の稼働しているような現況というこ

とも聞いています。 

 そんなことをいろいろ考えたときに、言っている

意味は非常にわかりますし、もちろんだと思うので

すが、「ううん」という部分がちょっと頭をかしげ

たくなるような部分があるのも事実です。 

 ですから、そういうことを考えると。 

○近藤委員 

 栗田委員のおっしゃりたいことすごくわかりま

す、今ままでの議論を聞かせていただいて今回の意

見書案については、動かすなというのは書いていな

いと思うのです。動かすに当たっては、道民の意見

を聞く場所をつくってくださいねという書き方で、

僕はそれは必要なプロセスなのだと思うのです。 

 その栗田委員が御懸念されているように動かさな

かったら火力発電にも負担がかかって、もしほかの

手法にしたら電気代にも転嫁されて、その御心配は

まさにその通りなのですけれども、その部分までを

網羅している意見書というのはないので、ここは一

つ。 

○栗田副委員長 

 先ほどちょっと言い忘れたのですが、泊近郊、私

の友人も昔はやっていたし、今は大変な状況ですよ

ね。やはり仕事がないです。交付金は交付金で今、
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入っていますから、自治体自体の運営はできている

のでしょうけれども、要は泊の地域というのは、そ

れも全て受け入れるという前提でいろいろな政策を

打ってきたのです。 

 その現状があって、その中で初めて成り立ってい

る村であることは事実なのです。 

 だから、そういう町がもしかすると稼働しない、

ではその手当てもどうするのだと、そういうことも

やはり我々は考えていかなくては、そういう人たち

の雇用も当然ありますし、生活もありますし、です

から幌延の問題も報道されていましたけれども、今

非常に揺れている状態でやられているというのがご

ざいます。 

 その辺も心配するのですが、近藤委員のその道民

の部分という部分を最大限尊重して採択でいいでは

ないでしょうか。 

○佐々木委員長 

 それでは、皆さんから御意見が出たと思いますの

で、この要請に関しましては、脱原発と泊原発再稼

働について慎重な対応を求める意見書につきまして

は、全会一致をもって採択をいたしたいと思います。 

 意見書案につきましては、後ほど皆さんにお示し

をして審査いたしたいのでよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、請願第21号北海道地域最低賃金の大幅な改

善を求める意見書提出についての請願について皆さ

んから御意見を伺いたいと思います。 

○山田委員 

 この請願については、昨年９月12日に付託されて

いるのですけれども、その後、10月15日に北海道最

低賃金は719円となりました。それで、生活保護費と

の乖離については、約３円程度に圧縮されたわけで

す。 

 恐らく今後、今の政府の体制状況、経済活性をし

ようという方法も盛り込まれておりまして、賃金は

上昇する傾向にはあると思います。 

 今回、出ていますけれども、さらに幅が縮小され

て多分、逆転するだろうというふうに思われますの

で、とりあえず現状に合わない請願であるので、も

う一度考え直していただくか、あるいは継続という

形でやらせていただきたいというふうに思います。 

○佐々木委員長 

 現状に合わないので継続という意味ですか。 

○山田委員 

 現状に合わせないので継続でも、何でも、取り下

げでもよろしいです。 

 継続で。 

○平賀委員 

 これが出された６月の時点では719円になるとい

うことが決まっていない状態のときに出されていま

した。少しでもこの乖離が埋まるように、できれば1

7円アップが必要だということを訴えた当時の請願

なのだという認識を持っています。 

 現在はその乖離は３円ということです。今、おっ

しゃられたように生活保護見直し云々の話があっ

て、そこはどうなるかということがちょっとまだ見

通せない部分がありますが、基本的には３円とはい

え乖離があるという状況に変化はないのだと思いま

す。 

 確かに、17円から３円になったということは大き

な圧縮なのですけれども、それでもまだ３円あると

いう事実は変わりませんので、請願の願意はまだ生

きていると私は判断しますので、これは採択でお願

いしたいと思います。 

○近藤委員 

 これもたびたび委員会のたびに議論させていただ

いているのですけれども、総論としては、確かに最

低賃金が上がったほうが暮らしやすいというのは誰

でも想定できるのですが、ではその網走の地域経済

の現状を考えたときに、各事業者さんが最低賃金を

上げてどこまで対応できるのかというのはきちんと

見きわめなければならない。 

 実際に、705円から719円になったことですら、事

業者さんの間では大変だという御意見もあるのも事

実であります。 

 そういうことを考えると、この意見書については

思いとしてはわかりますけれども、なかなかその網

走の地域経済の現状を考えると現実的ではないのか

なというふうに考えております。 

 当然この先、経済状況が変わっていく可能性があ
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りますので、継続で状況を見きわめていきたいとい

うふうに考えております。 

○栗田副委員長 

 これは大きく私は以前は最低賃金というのは低く

抑えるべきだという感覚だったのですが、近年ずっ

と状況を見させていただいたときに、ここで言われ

ていることも十分理解してもっと上げるべきだとい

うふうに考えています。 

 その方向は本当に間違いはないのですが、先ほど

山田委員から言われたように現状にマッチしない請

願をいつまでも審査していてもしようがないので、

継続というよりも僕はこれは一度、戻してしっかり

とした今の形の中で再審査をしていただければなと

いうふうに思います。 

 確かに最低賃金を上げることはいいのですが、最

低賃金というのは縛りがありますので、高校生のア

ルバイトもそういう賃金を出さなくてはいけないの

です。ろくに仕事ができない人についても上げなく

てはいけないという、本当に使う立場にするとどう

しようもない状況もあるのですね、現実的には。 

 だから、それも含めて労賃というのは、その人の

能力に対して出すべきだと思っているので、それも

考えた上で、なおかつ今の現況を見て働いているパ

ートからいろいろなアルバイトの方々を見ている限

り、生活に困窮している実情も本当にあるのだと思

うのです。だから、そういう意味ではやはりもう少

し何とかしてあげられないかと。 

 企業努力で必ず僕はこの賃金の部分は解決できる

と、まだまだ企業の中にいろいろな無駄な経費の削

減ができるはずなので、賃金を上げることに関して

の意味というのはすごく幅広いのですが、合わない

ものをいつまでも審査することには僕は採択できな

いと。 

○佐々木委員長 

 請願第21号につきまして、皆さんから御意見を伺

いましたが、これにつきましても継続、不採択等意

見が分かれておりますので、これは継続という声も

ありましたので継続にしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 それでは、先ほどの要請につきまして原本をこれ

から皆さんにお配りしたいと思いますので、暫時休

憩をいたします。 

午前11時22分休憩 

─────────────────────── 

午前11時23分再開 

○佐々木委員長 

 今、皆さんに文面をお配りしましたけれども、先

ほど近藤委員から指摘された部分と平賀委員から３

行削ってほしいという部分と、それで文面を新しく

つくりましたので、御一読いただきたいと思います

が、まず文面の中で上から本文の６行目、「このよ

うな状況の中、一昨年８月17日の泊３号機本格運転

は道民と道議会各会派の強い反対にもかかわらず行

われました」と、先ほど言ったところを削除いたし

ました。 

 それから、その下の部分で「また、道内における

発電量においては」から「現状です」の３行を削除

いたしました。文面については皆さんよろしいでし

ょうか。 

○近藤委員 

 大事な意見書なので、細かい部分を協議させてい

ただいたのですけれども、先ほどとっていただいた

部分もあるのですが、２段落目、道民と道議会各会

派の強い反対」、というのもこれは出される方の主

観なのか、反対の声はいろいろあったのではないか

なと僕は認識しているのですが、そのあたり平賀委

員はこの「強い」は。 

○佐々木委員長 

 「強い」を削るのですか。 

○近藤委員 

 はい、反対があったのは事実でございますので。 

○佐々木委員長 

 では、「道民と道議会各会派の強い」というとこ

ろの「強い」を削除するということで。 

 そのほかどうでしょうか、この文案でよろしいで

しょうか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 
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 特になければ、この文案で、この意見書案を委員

長名により委員会として意見書案を本会議に上程す

ることで決定したいと思いますけれども、よろしい

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 それでは、上程させていただきます。 

 次に、農政課より卯原内ダム用水路漏水事故の経

過報告については報告書を上程しておりますので、

その前にそのほかの案件ございましたら。よろしい

ですか。 

 先に報告を受けてからでよろしいですか。では報

告を先にお願いいたします。 

○川合農政課長 

 ２月22日に開催されました、経済建設委員会にお

きまして報告いたしました、卯原内ダム平和第一幹

線用水路の事故につきまして、その後の状況を報告

させていただきます。 

 ２月20日、農業者からの通報を受けまして、平和

ファームポンドの水位低下を確認したところから漏

水の可能性が高いと判断をいたしました。 

 平和第一幹線用水路全域の検査を行いまして、字

卯原内と字平和の境界付近を初め、３カ所で目視に

よる湧水の発生を確認しました。 

 その３カ所の地点で漏水探知機によりまして三度

の測定を行いましたが、漏水の探知はできませんで

した。 

 このため、現在も水位低下原因を含めて調査中で

ありまして、網走開発建設部の技術協力を得ながら

調査をさらに進めていく考えであります。 

 なお現在、平和のファームポンドの水位は回復し

てきておりまして、受益農家の14戸につきましては

支障なく水利用ができております。 

 以上、平和第一幹線用水路の現在の状況につきま

して御報告いたします。 

 以上でございます。 

○佐々木委員長 

 皆さんから、何か質問等ございますか。 

○平賀委員 

 なかなか原因が特定できない、多分、原因は季節

的な問題も大きいのかなというふうに思うのですけ

れども、現状の認識としてはその春を待たないとな

かなか原因が発見できないだろうぐらいの今は認識

でいらっしゃるのでしょうか。 

○川合農政課長 

 まだ漏水という判断も捨て切れないところですか

ら、すぐにまた幹線と支線の道路の踏査調査を実施

する予定でございます。 

○佐々木委員長 

 そのほかよろしいでしょうか。 

 それでは、経済部、観光部、水産港湾部関係の所

管につきましては、以上で審査を終了いたします。 

 その他の案件は。 

○平賀委員 

 いろいろ御苦労される中で、いろいろ案件がある

中で伺うのですけれども、きのう総務文教委員会の

中で今回の風雪の被害の報告があったのですけれど

も、その中で農業被害も一部含まれておりました。 

 改めて、経済建設委員会の中でもほかにももしか

したらあるかもしれません、報告するものがあれば

お教えいただきたいのですけれども。 

○川合農政課長 

 きのうまでのまとめでありますが、ＪＡオホーツ

ク網走等調査の報告をいただきまして、農業被害の

ほうですが農家戸数でいきますと82件、そのうち被

害物件数としましては91件、ビニールハウスの被害

が72件、うち全壊が７件、そのほかに倉庫等の建物

被害が18件、また防風ネットが破れたというのが１

件という報告を受けております。 

 以上でございます。 

○酒井港湾課長 

 港湾課の被害につきましては、市営の２号上屋に

壁面の損傷がございまして、壁面のタイル、大きな

タイルなのですけれども、これが４枚取れていると

いうような状況がございました。 

 以上でございます。 

○平賀委員 

 改めてすごい大きな被害だったかなと思いまし

た。 

 いろいろ対策を含めてされることもあるのかなと
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思いますが、１件すごく気になることがありまして、

今回、被害に直接ではないですけれども、実は雪が

多いことによって融雪剤の不足が物すごい深刻だと

いうふうに聞いていたのです。 

 管内的に、たしかこの風雪の前でも最大で１万8,

000トンぐらい融雪剤が足りないのだという状況が

あって非常に困っているというのを伺っていたので

すが、今回の雪でさらにそれは深刻化しているのか

なというふうに思うのですけれども、この辺はどの

ように認識されているのでしょうか。 

○川合農政課長 

 今回の雪で吹きだまり等があったということであ

りますので、畑のところでも吹きだまりの多い箇所

もあるかと思います。 

 その中で、融雪剤が不足しているということも私

どもも聞いておりますので、そちら融雪剤の不足と

いうことがあるのであれば、農協とも協議しながら

今後の対応は考えていきたいなと思います。 

○平賀委員 

 結構深刻な話だというふうに実は伺っています。 

 従前から注文されていた農家さんはある程度、確

保されているようなのですけれども、おくれた方に

ついては入荷が全然めどを立たなくて、代替品で何

とかならないかだとか含めて、かなり困られている

という状況を実は聞いているのです。 

 それはまず農政のほうでは把握されていなかった

ですね。 

○川合農政課長 

 そこまで融雪剤の不足ということまでは、僕の時

点では聞いておりませんでした。 

○平賀委員 

 どうやらそういう状況があるようですので、ひと

つこの辺、調査をいただいて必要な対策を、どうし

てもこれをやらないとなかなか難しいのかなという

ふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 それは恐らく去年、土壌が凍結する前に雪が降っ

たということの影響だとかもあって、かなりの影響

とかあるだろうということも農家は予測されている

みたいなのです。そこに融雪剤がないとなると、本

当に心配になっていくことが結構ありますので、ぜ

ひその点の取り組みを改めてお願いしたいと思いま

す。 

○佐々木委員長 

 よろしくお願いいたします。 

 そのほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 それでは以上で、経済部、観光部、水産港湾部所

管分について審査を終了させていただきます。 

 理事者入れかえのため、暫時休憩をいたします。 

午前11時32分休憩 

─────────────────────── 

午前11時37分再開 

○佐々木委員長 

 再開いたします。 

 議案第21号平成24年度網走市一般会計補正予算

中、建設部所管分について、そしてその補正予算に

つきましての繰越明許費についての説明をあわせて

いただいて審査をしたいと思いますので、まず説明

をお願いいたします。 

 まず、土木費関係です。 

○石川都市開発課長 

 それでは別冊の議案資料10号の36ページでござい

ます。 

 平成24年度網走市一般会計補正予算のうち、道路

橋梁新設改良費７件について御説明いたします。 

 ７件全て、国の緊急経済対策に伴う経費の追加補

正にあわせまして、事業の完了が見込めないもので

あり、補正事業費の翌年度に繰り越すものでござい

ます。 

 初めに、道路ストック総点検事業であります。 

 本事業は、次のページの位置図に示しております

11路線の市道につきまして、路面や歩道橋、擁壁な

どの構造物、それから照明などの付属物の老朽化や

損傷状況を点検実施するものであります。 

 補正額は委託料1,090万円、財源は国庫補助金654

万円、一般財源436万円であります。 

 歳入繰越の内訳については、記載のとおりでござ

います。 

 次に、38ページでございますが、嘉多山中央線補
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修事業であります。 

 本事業は、次のページの位置図に示しております

嘉多山中央線の舗装補修を実施するものでありま

す。 

 補正額は、工事費4,500万円、財源は国庫補助金2,

700万円、市債1,800万円であります。 

 歳入繰越の内訳については記載のとおりでござい

ます。 

 次に、40ページになります。昭和呼人線補修事業

であります。 

 本事業は、位置図に示します昭和呼人線の補修事

業を実施するものであります。 

 補正額は工事費3,000万円、財源は国庫補助金1,8

00万円、市債1,200万円であります。 

 歳入繰越の内訳については、記載のとおりでござ

います。 

 次に、42ページでありますが、山里浜小清水線補

修事業であります。 

 本事業は、山里浜小清水線の舗装補修を実施する

ものであります。 

 補正額は工事費3,000万円、財源は国庫補助金1,8

00万円、市債1,200万円であります。 

 歳入繰越の内訳につきましては、記載のとおりで

ございます。 

 次に、44ページでありますが、呼人東藻琴線補修

事業であります。 

 本事業は、呼人東藻琴線の舗装補修を実施するも

のであります。 

 補正額は工事費4,500万円、財源は国庫補助金2,7

00万円、市債1,800万円であります。 

 歳入繰り越しの内訳は、記載のとおりでございま

す。 

 次、46ページの潮見団地線歩道整備事業でありま

す。 

 本事業は、次のページの位置図に示しております

市内の潮見地区、潮見小学校通学路の歩道整備事業

でありまして、平成21年度からの継続事業でありま

す。 

 補正額は工事費8,000万円で、補正前の額5,500万

円に対しまして、補正後の額が１億3,500万円であり

ます。 

 財源は、国庫補助金4,800万円、市債が3,200万円

であります。 

 歳入繰り越しの内訳につきましては、記載のとお

りであります。 

 次に48ページ、中央橋耐震補強等事業であります。 

 本事業は、市道中大通線中央橋の耐震補強及び修

繕を実施する事業でございます。 

 補正額は委託料800万円、工事費7,400万円、合計8,

200万円でありまして、財源は国庫補助金4,920万円、

市債3,280万円であります。 

 歳入繰り越しの内訳は、記載のとおりでございま

す。 

 道路橋梁新設改良につきましては以上でございま

す。 

○佐々木委員長 

 次に、建築課所管分について。 

○松浦建築課長 

 続きまして、建築課関連３件を説明したいと思い

ます。 

 補正予算の概要の52ページをお開き願います。 

 まず、住宅管理費、市営住宅維持修繕事業に関し

て御説明いたします。 

 補正の理由につきましては、これまで事業主体が

単独で行ってきました公営住宅家賃減免制度が、社

会資本整備総合交付金の対象事業として認められ、

本年度も交付金の追加配分をされたことによる歳入

財源の補正であります。 

 補正の額としましては、国庫支出金としまして1,

134万1,000円を増額、増額分を繰入金から減額する

ものでございます。 

 続きまして、53ページをお願いいたします。市営

住宅建設費の市営住宅エレベーター整備事業の歳入

歳出補正予算と明許費設定の関係でございます。 

 理由としましては、国の緊急経済対策に伴いまし

て、平成25年度に実施予定でありました、市営住宅

エレベーター設置事業の経費を追加補正するもので

ありまして、平成24年度中に事業完了が見込めない

ことから、事業費の全額を25年度へ繰り越すもので

ございます。 
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 補正額としましては、国庫支出金としまして

1,350万円、市債として1,650万円、合計が3,000万

円を計上し、同額を支出するものであります。 

 続きまして、54ページでございます。市営住宅長

寿命化修繕事業の歳入歳出予算と繰越明許費の設定

の関係でございます。 

 先ほどと同じく、国の緊急経済対策に伴いまして、

平成25年度に実施予定でありました駒場南８丁目地

区市営住宅の防水工事外の経費の追加を補正するも

のであります。 

 年度内の事業の完了が見込めないことから、全額

を平成25年度へ繰り越すものでございます。 

 補正額としまして、歳入として国庫支出金850万

円、市費として850万円、合計1,700万円としまして

歳出予算として補正しようとするものであります。 

 以上でございます。 

○佐々木委員長 

 皆さんから質疑等ございますか。 

○平賀委員 

 この資料10号の９ページについて伺いたいのです

が、先ほども経済部のところで聞いたのですけれど

も、３次行革の中で想定されていたものと、いなか

ったものがあるのだろうと思います。１番から17番

までの間、これはそれぞれどれなのか教えていただ

きたいと。３次行革で先ほど想定されていなかった

ものについて三つほどあるのだと経済部であったの

ですけれども、建設部としてはどうでしょうか。 

○佐藤建設部長 

 道路補修の事業につきましては、通常、毎年行っ

ております舗装のオーバーレーンということで、こ

れは通常の管理、道路維持補修の中でやってござい

まして、行革に見込んでいる事業ではございません。 

 住宅関係につきましても、一応、機能の向上とい

うことと、修繕、維持管理事業ということで、これ

も３次行革として見込んでいる事業ではございませ

ん。 

○佐々木委員長 

 暫時休憩いたします。 

午前11時46分休憩 

─────────────────────── 

午前11時48分再開 

○佐々木委員長 

 再開いたします。 

○佐藤建設部長 

 済みません、ちょっと訂正をさせていただきます。 

 舗装の通年事業につきましては、所管が土木管理

課ということで、維持管理事業の中で行っていると

いうことで、そういった意味では行革の中に管理事

業というのは入っておりませんで、そういった意味

では見込んでいるということであります。 

 今回、都市開発課のほうで今、工事として発注す

るということですけれども、トータルとしては見込

まれていた事業ということになると思います。 

 それと、市営住宅の関係の個別に補修の部分とエ

レベーターの設置ということの機能向上ですけれど

も、これも大きな事業で言いますと市営住宅の長寿

命化計画事業ということになりますので、これもそ

ういった意味でいうと行革の中で計上されてきたと

いう事業ということになります。済みません、訂正

をさせていただきました。 

○平賀委員 

 わかりました。そこをちょっと認識しておきたか

ったのでわかりました。 

 それでもう１点確認ですが、その経済を含んでい

るというふうになるかもしれませんけれども、元気

交付金の対象が思ったより細かった、21億円でなく

て５億円しかもらえなかった。例えばですよ、ない

と思いますけれども。そういう場合に市債が思った

以上にふえてしまうので、この事業ができなくなる

という可能性は現実にあるのかないのかを伺いたい

と思います。 

○大澤副市長 

 これまでもいろいろ元気交付金のことにつきまし

ては議論しましたけれども、今回、例えば道路の維

持補修関係で補正を上げさせていただいたというの

は、これは単独でやらなければならない事業なので

す。 

 したがって、これは国のほうでもらわないで市が

単独でやるという事業でありますけれども、このた

びの経済対策で記載しているような国の補助金も得
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られると、それから起債に対しては50％の交付税も

あると、非常に有利な制度が示されたので、私ども

としてはこの事業を受け入れをしたというところで

ございまして、この事業に元気交付金を充てるとい

う考え方は、元気交付金をどう使うかというのは、

これからの話だと何回も申し上げておりますので、

この事業に充てるということは、今のところは考え

ていないと。 

○平賀委員 

 よく整理させていただきました。 

 それでは個別なところを聞きますが、公営住宅の

関係です。エレベーターなのですけれども、どこに

何カ所つけていくのか、例えば１棟に何カ所つける

のか、いろいろな箇所につけるとか、いろいろだと

思います。その点、お願いします。 

○松浦建築課長 

 エレベーターの設置につきましては、つくしヶ丘

６丁目９番１号棟４階建ての48戸がありますが、そ

こに１基設置する予定です。 

○平賀委員 

 そこに１基設置するということでわかりました

が、そこに設置する１基の場所として選んだ選定理

由を教えてください。 

○松浦建築課長 

 この建物も先ほど説明させていただきましたが、4

8戸と大きい建物で建設してございます。 

 配置計画の中でも階段、その他設置するときに、

将来エレベーターが設置できるような形の中で、階

段室の中でエレベーターの設置スペースを設けてあ

りまして、それにより設置するという形でございま

す。 

○佐々木委員長 

 そのほか、質問等ございますか。 

○近藤委員 

 経済部と同じように、国の緊急経済対策を使って

道路補修、市営住宅の長寿命化等々に取り組むとい

うことで、使う期間が定められておりますので、ス

ピード感を持ってきちんとやっていただきたいとい

うことと、あとは道路ストック総点検事業というも

のが上げられておりますが、これは多分、山梨県笹

子トンネルの事故を受けて朽ち果てていくインフラ

改革ということで受け取っていいものだと思うので

すが、今回、対象になっている11カ所、これは今ま

で市がここを点検してみたいなと思っていた全ての

場所なのか、それとも本来はまだあるのだけれども、

とりあえず今回は金額の制約もあるので11カ所にし

たという考えなのか、どういう形でこの対象箇所が

選定されたのか教えていただきたいと思います。 

○石川都市開発課長 

 今回の選定ということでありますけれども、本来

であれば、全ての市道、それから構造物を点検する

必要があるというような認識を持っておりますが、

今回は特にそのうち幹線道路を優先的に11路線をや

りまして、今回の経済対策でまずは取り組むという

考え方でございます。 

○近藤委員 

 今回は国の経済対策もあって、その財源的に有利

な形できるのですが、今後、可能性としては市単独

でもこういうストック点検をやらない、やらなけれ

ばいけない局面が想定されているということです

か。 

○石川都市開発課長 

 先ほども申し上げましたけれども、やるというこ

とは全ての市道についてやらなければいけないと考

えておりますので、今回、ピックアップしました11

路線につきましては幹線道路ということもあります

が、例えば大規模な構造物があるところについては

網羅されているという考え方でございますので、残

った道路につきましては通常の路面とか、のり面関

係ですとかという形の点検になるかと思いますの

で、今後、独自に直営のパトロール含めまして点検

を進めていきたいと考えております。 

○近藤委員 

 市民の皆さんの安心、安全に直結する事業ですし、

そのインフラが経年劣化してどんどん朽ち果ててい

くというようなことで、網走に限ったということで

はなくて、日本全国の課題でありますので、市独自

で今後取り組んでいく必要もあるとは思いますし、

国に対して今後、将来的には支援を求めていくとい

うことも必要だろうというふうに思っています。 
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○山田委員 

 道路ストック点検事業についてお聞きします。 

 今回、国の緊急対策というのはいいのですけれど

も、その中で位置図が示されているのですけれども、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと書いてありまして、その中に

調査の区分が書いてあるのです。 

 そこで、このＥの路面性状調査というのがあるの

ですけれども、そこの箇所については道路補修をす

るようなことになったのだろうと、次のページ以降

になりますけれども、この点検の内容なのですけれ

ども、道路を補修した後に点検するのか、その前に

調査をして補修をしていくのかというのがわからな

かったのでお聞きします。 

○石川都市開発課長 

 路面の補修の考え方でございますけれども、この

ストック点検事業のほかに今回、路面の補修事業と

いうことで何カ所か計上させていただいております

けれども、それらの箇所につきましては大まかに補

修をするという設定をしておりまして、細かくは特

にここからここまでとか、何メートル、何十何メー

トルというところまでは、ストック事業のほうで機

械を使った調査をしまして、それを受けて補修事業

のほうで補修をすると。 

 ですから、点検については補修をする前に点検を

するという考え方でございます。 

○山田委員 

 そういうことの流れとしてはそうだなというふう

に思うのですけれども、ただ、この金額の工事の請

負金額、大筋は出ていると思いますので、大体は想

像してやられている、大体は想像していると。最終

的には総点検をして、この工事費が多くなったり、

少なくなったりしているのかなというふうに思うの

ですが、そのような形でしょうか。 

○石川都市開発課長 

 そのとおりでありまして、現在、補修費、補修事

業につきましては、大まかに区間設定をしておりま

して、大体、１事業につきまして１キロから２キロ

ぐらいの範囲で補修事業を実施するという計画にな

ったのですけれども、例えば、そのうち全車線が必

要なところですとか、片側車線、それから同じ区間

の中でも余り傷んでいないところ、補修の必要がな

いところ、そういう細かいところまでについてはス

トック調査の中で点検をしまして、変更なり追加な

りに対応して補修事業を実施していくという中身に

なります。 

○山田委員 

 今の説明でわかりましたので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○佐々木委員長 

 その他ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、議案第21号中、建設部所管分につきま

して、全会一致をもって原案可決すべきものと決定

をいたします。 

 ここで、休憩をとりまして、午後１時に再開いた

したいと思います。 

午前11時58分休憩 

─────────────────────── 

午後１時00分再開 

○佐々木委員長 

 委員会を再開いたします。 

 議案第24号平成24年度網走市公共下水道特別会計

補正予算についてを議題といたします。 

 当補正予算に係る繰越明許費、また債務負担行為

補正についてもあわせて説明をいただき、審査に入

りたいと思います。 

 では、説明をお願いいたします。 

○伊藤下水道課長 

 議案第24号平成24年度網走市公共下水道特別会計

補正予算。 

 議案書で別冊となっております、資料10号、補正

予算の概要55ページをごらんいただきたいと願いま

す。 

 平成24年度網走市公共下水道特別会計補正予算に

ついて、公共下水道事業の歳入歳出予算の補正と繰

越明許費の設定につきまして御説明申し上げます。 

 補正の理由及び内容につきましては、国の緊急経

済対策に伴い、平成25年度に実施する予定でありま
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した公共下水道事業を行うため、平成24年度の経費

を追加補正するもので、また平成24年度中の事業完

了が見込めないことから、事業費の全額を平成25年

度へ繰り越しするものです。 

 補正額は、歳入予算としまして国庫補助金として

8,650万円、市債として7,350万円、合計１億6,000

万円として増額を歳出予算として補正するもので

す。 

 工事の内容ですが、２件の工事となります。 

 １、網走市公共下水道スラッジセンター電気設備

更新工事、１億3,000万円。 

 当該工事は、25年経過し、交換備品の製造もなく、

経年劣化しているため更新いたします。耐用年数は

一般的に10年から15年のものでございます。 

 ２番目、網走市公共下水道新町ポンプ場除塵機更

新工事、3,000万円。 

 当該工事は、25年経過し、かつ交換備品の製造も

なく、経年劣化が著しく更新します。耐用年数は15

年となっております。 

 続きまして、資料10号の２ページをごらん願いま

す。 

 債務負担行為の補正、上から３段目、公共下水道

特別会計の欄でございます。 

 補正予算の目的は、平成25年４月１日から履行開

始が予定される土地賃貸借契約など、平成24年度中

に契約事務を取り進める必要があることから、債務

負担行為を追加補正するものであります。 

 内容についての事項、期間、限度額につきまして

は、土地賃貸借契約9,000円、複写機リース契約23

万4,000円、下水道使用料徴収事務負担金4,498万9,

000円、合計4,523万2,000円の契約について設定を行

うものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○佐々木委員長 

 皆さんから質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 それでは、議案第24号に関しましては、全会一致

をもって原案可決すべきものと決定いたします。 

 次に、議案第26号平成24年度網走市簡易水道特別

会計補正予算につきまして、この件につきましては

債務負担行為の補正もあわせて説明をいただきたい

と思います。 

○佐々木施設課長 

 平成24年度網走市簡易水道特別会計の債務負担行

為に関する補正予算につきまして、議案第26号第１

表、債務負担行為の補正にて御説明いたします。 

 議案資料につきましては、資料10号、２ページを

ごらん願います。 

 補正の目的につきましては、平成25年４月１日か

ら履行開始が予定されております３件の事項につき

まして、平成24年度中に契約、または負担金協定締

結の事務を取り進める必要があることから、その経

費につきまして債務負担行為を追加補正するもので

ございます。 

 次に内容でございますが、債務負担行為の設定を

しようとする事項、期間、限度額は水道施設用地に

かかる土地使用貸借契約のほか、第１表の記載のと

おりでございまして、総額317万8,000円を補正する

ものでございます。 

 以上でございます。 

○佐々木委員長 

 皆さんから質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 ないようですので、議案第26号に関しましても、

全会一致をもって原案可決すべきものと決定いたし

ます。 

 次に、議案第28号平成24年度網走市個別排水処理

施設整備特別会計予算について説明をお願いいたし

ます。 

 この件に関しましては、債務負担行為の補正も入

っておりますので、あわせて説明をお願いいたしま

す。 

○伊藤下水道課長 

 議案第28号平成24年度網走市個別排水処理施設整

備特別会計補正予算につきまして説明させていただ

きます。 

 議案資料の別冊にあります資料10号の２ページを

ごらん願います。 
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 ３、負担行為の補正、表の下から２段目にござい

ます、個別排水処理施設整備特別会計をごらん願い

ます。 

 補正の予算の目的は、平成25年４月１日から履行

が開始が予定される使用料徴収事務負担金契約を平

成24年度中に契約事務を取り進める必要があること

から、債務負担行為を補正するものでございます。 

 内容につきましては、個別排水処理施設基本料徴

収事務負担金、限度額22万4,000円。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○佐々木委員長 

 皆さんから質問ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 それでは、議案第28号に関しましても、全会一致

をもって原案可決すべきものと決定をいたします。 

 次に、議案第30号平成24年度網走市水道事業会計

補正予算についての説明をお願いいたします。 

○山崎営業課長 

 それでは、議案第30号平成24年度網走市水道事業

会計補正予算につきまして、御説明申し上げます。 

 議案資料54ページ、資料11号をごらんいただきた

いと思います。 

 補正の目的は、平成25年４月１日から履行開始が

予定される事項につきましては、平成24年度中に契

約が必要となりますので、債務負担行為の補正を行

おうとするものでございます。 

 次に内容でございますが、債務負担行為の設定を

しようとする事項、期間、限度額は、電算処理シス

テム賃貸借、保守契約のほか、記載のとおりでござ

いまして、総額357万1,000円の契約について設定を

行うものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○佐々木委員長 

 皆さんから質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 では、議案第30号を全会一致をもって原案可決す

べきものと決定をいたします。 

 次に、議案第37号網走市市営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定についてを議題といたします。 

○松浦建築課長 

 それでは、議案第37号について説明させていただ

きます。 

 議案資料の64ページ、資料18号ですけれども、ま

ず改正の理由でございますが、地域主権一括法に伴

いまして、自治体の自主性を強化して自由度の確保

を図ったものに統一の義務づけだとかをなくしまし

て、枠づけの見直しで自治体に任せるというような

形の趣旨から、公営住宅に関しましては入居者資格

要件が改正された点と入居収入基準額について上限

が廃止されたということが大きな理由になっており

ます。 

 本市としましては、平成24年３月議会におきまし

て、同居要件につきましては、従来のとおり同居親

族要件とし、高齢者や障がいをお持ちの方、特に居

住の安定を図る必要がある方について単身入居を認

めるということで条例を改正したところです。 

 今回の条例の改正につきましては、条例改正の１

年間の経過措置があった中で、整備基準と入居資格

を定めようとしているものでございます。 

 内容につきまして、まず整備基準でございますが、

新たに追加するものでございます。国が示します参

酌基準を参考に条例による規定を整備するもので、

ここにあります１から５の内容を示す内容で、具体

的には良好な住環境と建設費の縮減、住宅敷地の安

全性と日常生活の利便性、住棟等の良好な住環境の

確保、それから住宅の各種性能、さらに住宅面積の2

5平米以上を確保するということが主な理由になっ

ております。 

 入居基準につきましては、裁量階層、本来階層の

上限額が25万9,000円となっております。それから、

改良住宅については15万8,000円と金額が上がって

いるということなので、間口を広げる、緩和してい

るということになっています。 

 本来階層の参酌基準につきましては、改正前の金

額と同額であります。 

 公営住宅にありましては15万8,000円、改良住宅

にあっては11万4,000円とするものでした。 

 本市におきましては、収入基準の緩和が応募倍率
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の極端な上昇を招くのではないかということから、

現行の収入基準を継続するという考えにありまし

て、裁量階層の上限額を21万4,000円、改良住宅にあ

っては11万4,000円、本来階層の上限額15万8,000円、

改良住宅にあっては13万9,000円とするものでござ

います。 

 それから、同居承認基準につきましても、条例で

廃止された規定を条例に追加するものでございま

す。 

 暴力団の排除規定を整備というもので設けまし

た。 

 市営住宅からの暴力団員の排除について推進して

まいりましたが、現行条例は入居者、または同居者

が暴力団員であることが判明した場合は、明け渡し

の勧告後に明け渡し請求をできるということに現時

点ではなっておりますけれども、今回、勧告の事務

手続きを省きまして、引き渡しを請求することがで

きるということに整備するものでございます。 

 それから、施行期日につきましては、平成25年４

月１日から施行するものでございます。 

 詳しくは、66ページ以降の新旧対照表のとおりで

あります。 

 以上です。 

○佐々木委員長 

 皆さんから質問等ございますか。 

○平賀委員 

 64ページの予算のほう、裁量階層世帯なのですけ

れども、①の表現を確認させてください。 

 身体障がい者１級から４級、精神障がい者１級か

ら２級、これですとしっくりくるのですけれども、

知的障がいのところの精神障がい者１、２級相当と

いうのはちょっと、何でこういう表現になのかなと

いうところがちょっとわからないのですけれども、

ここを説明いただけますか。 

○松浦建築課長 

 これはですね、手帳の中にそういうような表記を

されているというふうに聞いております。 

○平賀委員 

 であれば、そうではないのです。知的障がいの方

はＡ判定とかＢ判定という表記になっていて、１級、

２級ではないのです。それでなぜこういう表現なの

かなというふうに思うのですが、そこはどうでしょ

うか。 

 年金をいただくということを考えると１級とか２

級という言い方をするのです。ですから、もしかす

ると年金をいただいている、いただいていないとい

うことをここの基準に盛り込んでいるのかなと思っ

たのですが、ちょっとそこで現在、表現が変わって

くると考えているのですが、その辺どのようなもの

でしょうか。 

○佐藤建設部長 

 ちょっと詳細についてわかりかねますので、ちょ

っと調べて再度、お答えさせていただきます。 

○平賀委員 

 これは条例に裁量階層世帯は記載されるものでは

ないと、これは細則で定められるものですか。 

○松浦建築課長 

本来階層、裁量階層という表記の中で出てきました

ので、その中には。 

○平賀委員 

 それは条例を改正することに対して即影響がある

ものではないとわかりましたので、今の答弁のとお

り、後ほど確認をしていただいて、必要なものがあ

れば内部の規則を見直すだけでの話だと思いますの

で、その部分は確認をしていただきたいと思ってお

ります。 

○佐々木委員長 

 そのほか質問はないですか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 よろしいですか。 

 では、議案第37号につきましては、全会一致をも

って原案可決すべきものと決定をいたしたいと思い

ます。 

 次に、議案第38号から43号までの６件は土木管理

課所管になっておりますので、一括して説明を受け

て審査に入りたいと思います。 

○中村土木管理課長 

 初めに、議案第38号から第43号までの条例の一部

改正及び制定につきまして、改正、制定のもととな
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る趣旨が共通でございますので、先に説明をさせて

いただきます。 

 地域主権一括法の施行に伴い、関係法律の改正を

されまして、これまで全国一律に定められた各公共

施設の設置基準や構造の技術基準について、国の制

令や省令の基準を参酌した上で、地方自治体がそれ

ぞれの判断に基づき、基準を定めることとしたこと

から、該当する施設について条例により基準の設定

を行うものでございます。 

 それでは初めに、網走市公園条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明いたします。 

 議案資料72ページ、資料の19号をごらん願います。 

 改正の趣旨でございますが、都市公園及び公園施

設の設置基準について、既存条例に新たな項目を追

加するものでございます。 

 改正の内容でございますが、資料の74ページに条

例の新旧対照表を添付しておりますのでごらんいた

だきたいと存じます。 

 表の上に記載されておりますのが今回の改正案で

ございます。 

 第１章の２として、都市公園の配置及び規模に関

する技術的基準として、新たに章を追加するもので

す。 

 以下、第３条の２から５まで、都市公園の配置及

び規模、住民１人当たりの都市公園の敷地面積の基

準等を定めるものです。 

 条文につきましては、議案資料に記載のとおりと

なっております。 

 施行期日につきましては、平成25年４月１日とす

るものです。 

 次に、網走市移動等円滑化のために必要な特別公

園施設の設置に関する基準を定める条例の制定につ

いて御説明いたします。 

 議案資料77ページ、資料の20号をごらん願います。 

 初めに、条例制定の趣旨でございますが、高齢者、

障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、

いわゆるバリアフリー新法の趣旨に基づき、特定公

園施設へのバリアフリー化に対応した設置基準等を

制定するため、当該条例の制定を行うものです。 

 条例の内容でございますが、第４条から第８条は

園路及び広場、屋根つき広場、休憩所等の幅員の基

準を定めるものです。 

 第９条から10条は、便所及び水飲み場、手洗い場

等を設ける基準を定めるものです。 

 第11条は標識及び掲示板を設ける基準等を定める

ものです。 

 条文につきましては、議案資料記載のとおりとな

っております。 

 施行期日につきましては、平成25年４月１日とす

るものです。 

 次に、網走市市道の構造の技術的基準を定める条

例の制定について御説明をいたします。 

 議案資料79ページ、資料の21号をごらん願います。 

 初めに条例制定の趣旨でございますが、道路構造

の技術的基準のうち、通行する自動車の種類に関す

る事項、建築限界、橋梁等の基準を測定するため、

当該条例の制定を行うものです。 

 条例の内容でございますが、第５条から第12条は

車道、副道、路肩、停車帯等の幅員等の基準を定め

るものです。 

 第13条から第32条は、堆雪幅、設計速度、縦断、

横断等舗装、勾配等排水施設、交差等の速度及び傾

斜面の基準を定めるものです。 

 第33条から第40条は、交通関連施設等の基準を定

めるものです。 

 第43条から44条は専用道路の基準等を定めるもの

です。 

 条文につきましては、議案資料の記載のとおりと

なっております。 

 施行期日につきましては、平成25年４月１日とす

るものでございます。 

 次に、網走市移動等円滑化のために必要な市道の

構造に関する基準を定める条例の制定について御説

明いたします。 

 議案資料81ページ、資料22号をごらん願います。 

 初めに、条例制定の趣旨でございますが、いわゆ

るバリアフリー新法の趣旨に基づき、バリアフリー

化に対応した道路の構造基準等を設定するため、当

該条例の制定を行うものです。 

 条例の内容でございますが、第３条から第10条は
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歩道等の幅員を定めるものです。 

 第11条から第16条までは、立体横断施設のエレベ

ーター、傾斜路等の基準を定めるものです。 

 第17条から第34条は、乗合自動車停留所、自動車

駐車場、その他施設の基準等を定めるものです。 

 条文につきましては、議案資料の記載のとおりと

なっております。 

 施行期日につきましては、平成25年４月１日とい

たします。 

 次に、網走市道に設ける道路標識の寸法に関する

基準を定める条例の制定について御説明いたしま

す。 

 議案資料83ページ、資料23号をごらん願います。 

 初めに、条例制定の趣旨でございますが、市道に

設ける案内標識、警戒標識、補助標識等の寸法の基

準について、基準の制定を行うため、当該条例の制

定を行うものでございます。 

 条例の内容でございますが、第３条は、案内標識

及び警戒標識の寸法原則を定めるものです。 

 第４条は、市道に設置する案内標識及び警戒標識

の寸法の特例を定めるものです。 

 第５条から第７条までは、案内標識と文字等の大

きさ及び縁等の太さの基準を定めるものです。 

 第８条の補助標識の寸法基準等を定めるもので

す。 

 条文につきましては、議案資料の記載のとおりと

なっております。 

 施行期日につきましては、平成25年４月１日とす

るものです。 

 次に、網走市準用河川に係る河川管理施設等の構

造の技術的基準を定める条例の制定について御説明

いたします。 

 議案資料の84ページ、資料24号をごらん願います。 

 初めに、条例の制定の趣旨でございますが、準用

河川の河川管理施設等の構造の技術的基準につい

て、基準の設定を行うため、当該条例の制定を行う

ものです。 

 条例の内容でございますが、第３条から第47条ま

では堤防、床どめ、堰、水門、樋門、橋、伏せ越し

の構造等に技術的基準を定めるものです。 

 第48条から第50条までの条例の適用外となる事項

等を定めております。 

 条文につきましては、議案資料の記載のとおりと

なっております。 

 施行期日につきましては、平成25年４月１日とす

るものです。 

 説明につきましては以上でございます。 

○佐々木委員長 

 皆さんから質問等ございませんか。 

○平賀委員 

 最初に、資料23号の道路標識について若干、お聞

きしますけれども、市内にも危険箇所が結構あって、

当然、把握されていると思うのですけれども、なか

なか公安委員会の標識がつかないということもあり

ます。 

 それで、その警戒標識だとか、そういったもので

対応する部分も一部、多分あるのだろうと思うので

すけれども、今回、条例が制定されることによって、

そういったところが少しでもよくなればいいなとい

う箇所があるのですけれども、実際にそういったこ

とを今回の条例で定める中で考えられるのでしょう

か。 

○中村土木管理課長 

 今回の条例につきましては、寸法の基準の条例で

ございますので、規制標識等につきましては所管が

公安委員会ということになっておりますので、それ

については警察を通じて要請をしていくということ

を今もやっております。 

 それで、規制標識を代替にするというのはちょっ

と難しいという考えを持ってございます。 

○平賀委員 

 特に警戒標識の活用なのかなと思ってはいるので

すけれども、警戒標識を活用することでここには何

か危険があるという表示をするというのは、法的に

は多分できるのだと思うのです。 

 実際にされている部分も全国的に見ると自分とし

てはあると思うのです。それはやはり、本来はおっ

しゃるとおり規制標識でやらなければならないのだ

けれども、なかなか予算だとか、いろいろなものす

ると追いつかないので、人命にかかわるから警戒標
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識でやっていると。 

 今回は寸法とかを定めるのですから、この法でで

きるという話ではないのだというふうには理解しま

したけれども、ぜひ、この機会を捉えてせっかく条

例が４月におりてきたわけですから、そこの部分の

課題解決に警戒標識の活用を積極的に検討するとい

う考え方は私は持つべきだと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○中村土木管理課長 

 警戒標識をつけるということで交差点などで事故

が起きた場合、どうしても道路管理者の責任等も入

りますので、現実にどっちが優先ということも現実

にありますので、その辺につきましてはドット線で

すとか、そういう対応しておりますが、どっちが優

先ということを決めるのは、どうしても公安委員会

なので、その辺の連携をとりながら今後、事故の起

きない方法を検討していきたいという考えです。 

○平賀委員 

 今後どうなっていくか推移を見守っていきたいと

思いますので、ぜひその部分は資本整備的な対応、

私は必要な部分だと思いますので検討していただき

たいと思います。 

 続けて、移動円滑化促進に関する法律にかかわっ

て２本、条例が出てきていますので、その条例につ

いてまとめて伺いたいと思います。 

 この法律案がもともと法律としては存在をしてい

た、法律で規定をされていたものが、市町村に基準

の決定がおりてくるというので、法律そのものは今

も残っているというふうに思いますけれども、これ

が出てきた背景というのは高齢者、障がい者の方々

で移動に際してかなり制限を受けている方がいる

と、それはもともと移動しづらい環境にある方もい

れば、公共交通の変化だとか、地方の経済状況の変

化で移動に支障を来した方々が相当数ふえてきたの

で、こういう法律を整備して、そこの部分を特段配

慮しようとする背景の中でできてきたものです。 

 当然、これに従って行政は市政を執行していくと

いうことになっているのですけれども、どのように

今までこの法律について意識をされて、事業をされ

てきたのか。全部お答えくださいとは言いませんか

ら、基本的な考え方だけ伺いたいと思います。 

○佐藤建設部長 

 円滑促進に関する法律に関して、いろいろな市道

ですとか公園設備というのがあるのですけれども、

これについては特定道路ということで、そういった

指定区間でございます。 

 そういったところについて道路整備をするに当た

ってはそちらのほうの統一の形の道路というような

考え方で事業を進めます。 

○平賀委員 

 例えば、市道は市道の基準がもともとあって、そ

れにさらに円滑化のための市道の構造に関する基準

ともう一つあるというところで、特段の配慮が必要

だからあるのだということを十分認識されていると

いう部分だと思います。 

 この法律を進めていく議論の中で、やはりステー

クホルダーである、この法律の上でのステークホル

ダー、利害関係者である高齢者や障がい者の方の意

見をきちんと聞く場所をつくろうということが、実

は相当議論になったのです。 

 法律の中に明確にそれは明記をされていないので

すが、そこは十分担保していこうということがあっ

て、実際、この法律ができた後、ここの周辺でも開

発局による調査事業が行われて、問題箇所が発見さ

れて、修正がされてきたという経過があります。 

 例えば、ここではないですが別の町の道の駅でス

ロープがついているのですけれども、スロープの手

前、丸い飾りがついているので、それが引っかかっ

て車いすが上がれない、実際に使えないスロープが

あるだとか、トイレの構造も障がい者対応といいな

がら使えない状態になっているものだとか、それが

複数あって、それが直されてきた経緯があります。 

 実際に、大きな工事は特にいいのですけれども、

開発局や道がするものの中で実際に当事者の意見を

聞いて工事に反映させていこうと、河川のところに

ある公園の整備に対して障がい者の人を入れていこ

うということも過去にはありましたが、最近はそれ

が非常に少なくなってきているという印象を実は持

っています。 

 市町村にこれがおりてきたということは、市町村



- 30 - 

もそれを当然やっていったはずだと、そういうこと

をやっていたはずだという名のもとにおりてきたと

思うのですけれども、実際、網走市の公共事業でそ

ういったことはやられてきているのでしょうか。 

○佐藤建設部長 

 公園施設に関して申しましたら、高齢者だとか、

障がい者の方々も使うということで、それで想定さ

れる部分につきましてはトイレ等について、もとも

と法令で定まっているということですので、そうい

った部分に準拠した形で実施しているというような

状況になっています。 

○平賀委員 

 つまり、その法令に準拠はしてやってはいたのだ

けれども、当事者の声を直接聞くということをやっ

てはこなかったというふうに今の答弁だと思うので

すが、それで間違いないですか。 

○佐藤建設部長 

 公園施設に関して、公園整備、市道もありますけ

れども、公園施設の整備に関しては住民とワークシ

ョップを通じて計画づくりをしたというような事例

はありますけれども、特段こういった障がい者の方

といろいろ会ってというようなことは今まで実施は

していなかったと思います。 

○平賀委員 

 市道にしろ公園にしろそれぞれ基準がある、さら

にこの基準があるということで、いわゆる今おっし

ゃったような一般的な手続きの中でお話を聞くか意

見交換をするだとかのところに、来れない障がい者

や高齢者の方がいるということ、それから意見を言

いたくても言えない障がい者や高齢者の方もいると

いうこと、そこの部分をカバーしていこうという流

れでつくられたのです。 

 ですから、そこの部分を直接、意見を聞くという

機会は、今おっしゃったような機会とは別にやはり

設けていくということが必要不可欠だと思うのです

けれども、それは取り組まれてはいなかったという

ことだというふうに思います。 

 それで、私は公園をつくる過程でそういうのもあ

って、配慮をしていこうという話はあったのだけれ

ども、都道府県レベルでさえ怪しくなってきていて、

市町村になると、それはないというような現状なの

です。そういう意識がないと。 

 ですから、今回この条例をせっかく制定するなら

ば、この条例の中にそういった条項、モニタリング

の意見聴取をするのだというところを盛り込んでい

くということが私は必要ではないかというふうに思

っているのですが、その辺、実際の対応の変更も含

めてどのような考え方をお持ちでしょうか。 

○佐藤建設部長 

 今、道路円滑化法自体がまだ新しい法律というこ

とで、公園整備というのもことしから市道もそうで

すけれども、該当する特定道路の市道整備というの

もうちではなかったというようなところについて

は、事業については着手をされないということがあ

りまして、先ほど申しましたそのワークショップに

ついても相当以前、この法律以前に実施をされてい

るということでございます。 

 今後、また公園整備等が出てきた場合に対して、

その公園の種別等によってもどういうやり方をやる

かというのはありますけれども、これから公園整備

等をするのであれば、やはり地域住民ともいろいろ

そういった意見交換をしながらということもありま

すし、またそういった障がい者等への対応をすると

いうことであれば、委員がおっしゃったようにそう

いった方の意見を積極的に取り入れて、事業を進め

ていくという考え方は持っていきたいというふうに

考えております。 

○平賀委員 

 考え方を持っていただければ、そこは確認させて

いただきましたので、よかったなと率直に思います。 

 私はこれについて条例に記述というか、あるいは

これに基づいてつくる規則や要綱などにそこをしっ

かり明記していただきたいというふうに思っており

ます。 

 というのは、担当者の方が変わると忘れられるか

らです。どうしても引き継ぎができなくて、そこが

忘れられるということは、どうしてもどんな組織で

もこれは起こることだと私は思っております。 

 それを防ぐためには、できれば条例の中にしっか

り明記していく、それができないのであれば要綱や
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規則にしっかり明記して、それは絶対にやるのだと、

必要なときに、もちろん必要ないときにやる必要は

ないので、必要なときにはちゃんとやるのだという

ことを明確にうたっていくということが一つの転ば

ぬ先の杖になるのではないかというふうに思うので

すけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○佐藤建設部長 

 そういった対象の方々といろいろな協議を重ね

て、使いやすいものをつくるというような、もちろ

んそのとおりだというふうに思いますけれども、今

回の条例に関しましては、公園については設置に関

する基準、そして市道に関しては構造に関する基準

ということで、どちらかというと技術的な基準を定

めるというのが趣旨の条例ということでありまし

て、今、そういった方とコミュニケーションをとっ

ていろいろな意見を取り入れていくというのは、今

の事業の進め方といいますか、そうした部野で捉え

るべきかなというふうに考えているところです。 

 そういったことは、もちろん必要だと思いますし、

やっていきたいなというふうに思いますけれども、

この条例の中でそういった部分をうたうというのは

ちょっと趣旨が違うかなというふうな印象を受けま

す。 

○平賀委員 

 規則、基準だからということでありますけれども、

この規則や基準を使う方々は先ほど言ったように一

部なのです。 

 ですから、そこを盛り込んでも私は不自然ではな

いと私は思っておりまして、それはただ単にこれま

で例がないからというだけの理由で、実は不自然で

はないというふうに思っております。 

 今回、この条例を制定するに当たってそこはやっ

ていただけるという、必要があればやっていただけ

るということですから、これ以上はきょうは求めま

せんけれども、そこは今、申し上げたとおり、今ま

でなかったからといって、そぐわないのだという考

え方ではなくて、どうそぐうようにして、そこを盛

り込んでいくかと考えてぜひ研究をしていただきた

いと思います。 

 これについては、また機会を改めて必要があれば

取り組んでいきたいというふうに思いますので、き

ょうのところは終わります。 

○佐々木委員長 

 そのほかございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 よろしいでしょうか。 

 では、議案第38号から43号まで、全会一致をもっ

て原案可決すべきものと決定をいたします。 

 次に、議案第44号網走市下水道条例の一部を改正

する条例制定について、説明をお願いいたします。 

○伊藤下水道課長 

 議案第44号網走市下水道条例の一部を改正する条

例制定について、議案資料86ページ、資料25号をご

らん願います。また、88から91ページには、新旧対

照表を記載してございます。 

 網走市下水道条例の一部改正概要について御説明

申し上げます。 

 趣旨でございますが、地域主権一括法による下水

道法の改正により、公共下水道の構造及び終末処理

場の維持管理の技術上の基準等については、下水道

法施行令で定める基準を参酌していただいて、条例

で定めることとなったことから、当該条例の所要の

改正を行うものであります。 

 なお、設定数、基準内容については、制令の基準

に準じて定めるものとします。 

 内容でございますが、１、公共下水道の施設の工

事を維持管理上の技術上の基準を新たに設定するた

め追加します。 

 ２、排水設備及び処理施設に共通する構造の基準

を新たに規定します。 

 ３、排水設備の構造基準を新たに規定します。 

 ４、処理施設の構造基準を新たに規定します。 

 ５、適用の除外となる公共下水道について、新た

に規定します。 

 ６、週末処理場の維持管理基準を新たに規定しま

す。 

 ７、その他、文言整備を行います。 

 以上、平成25年４月１日からの施行とします。 

 また、この条例の施行に伴う経過措置を定めまし
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た。 

 以上で、条例改正に伴う説明を終わります。 

○佐々木委員長 

 皆さんから質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 よろしいですか、では、議案第44号につきまして

も、全会一致をもって原案可決すべきものと決定を

いたします。 

 次に、議案第45号網走市水道事業給水条例の一部

を改正する条例制定についてを議題とします。 

○山崎営業課長 

 議案第45号網走市水道事業給水条例の一部を改正

する条例制定について御説明いたします。 

 議案資料92ページの資料26号をごらんいただきた

いと存じます。 

 初めに改正の趣旨でございますが、地域主権一括

法が公布され、水道法が改正されたことに伴い、給

水条例の関係分につきまして所要の改正、条項の整

備を行うものでございます。 

 次に、改正の内容でございますが、１点目は、こ

れまで国の政令で全国一律に定められていた水道の

布設工事監督員の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格等について政令で定める基準を参

酌して、地方公共団体が条例で定めることとなりま

したので、関係する条項を参酌し、加えるものでご

ざいます。 

 ２点目も、これまで都道府県知事の経営理念であ

りました専用水道及び簡易専用水道に関する事務が

市に移譲されたこととなり、それにあわせて水道法

の適用対象とならない簡易専用水道以外の貯水槽水

道にかかる権限を市に移譲されることから、簡易専

用水道以外の貯水槽水量の適正な衛生管理の確保を

図ることを目的とし、検査手数料について簡易専用

水道の検査手数料を準用するため関係する条項を加

えるものでございます。 

 本条例の施行期日につきましては、平成25年３月3

1日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○佐々木委員長 

 皆さんから御質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 よろしいでしょうか。 

 議案第45号につきましても、全会一致をもって原

案可決すべきものと決定をいたします。 

 次に、議案第47号市道の路線認定についてを議題

をいたします。 

○中村土木管理課長 

 議案第47号市道の認定について御説明いたしま

す。 

 議案資料の98ページ、資料の28号をごらん願いま

す。 

 資料の99ページには、認定路線位置図を添付して

いますので、あわせてごらん願います。 

 今回、認定する路線は98ページに記載の路線番号6

97番、栄南６号乙線の１路線でございます。 

 今回認定する認定の理由ですが、平成19年度に直

営により道路改良整備が施工されている状況であ

り、またスクールバス路線として利用していること

からも認定をするものでございます。 

 市道認定路線、路線の延長、敷地、幅員等は資料

に記載のとおりとなっております。 

 以上でございます。 

○佐々木委員長 

 質問ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 では、議案第47号につきましても、全会一致をも

って原案可決すべきものと決定をいたします。 

 先ほどの件はわかりましたでしょうか。 

○松浦建築課長 

 まず、公営住宅法の公営住宅の施行規則の中で、

第26条の中で要件が定められています。身体障がい

者、精神障がい者、知的障がい者という部分があり

まして、知的障がい者につきましては前号、精神障

がい者の１級または２級に相当する程度という表記

を受けまして、知的障がい前号に規定する障がい、

精神障がいの程度に相当する程度なものですから、

そのまま１級、または２級に該当する程度というよ
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うな表記にさせていただきました。 

○平賀委員 

 そうすると、なかなかいろいろ議論が出るところ

なのですが、恐らく年金の１級、２級を目安にいる

というイメージも多分わかりやすいという捉え方で

いいですね。 

○佐々木委員長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で議案の審査については終了いた

しましたが、理事者側から何かよろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

 委員のほうから何かございますか。 

○平賀委員 

 先ほども経済部で伺ったのですけれども、風雪の

被害、道路のほうは恐らくまだ出ていないかなと思

うのですけれども、今持っているのはどのような認

識でいらっしゃいますか。 

○中村土木管理課長 

 今回の暴風雪の土木管理課で所管している施設の

被害につきましては、今、調査中でございます。 

 それと、今、雪庇ができて雪崩の箇所もあり得る

だろうということで、今、それもあわせて調査をや

っておりますので、もう少し時間をいただきたいと

思います。 

○平賀委員 

 わかりました。 

 普通に走行していて、今までとは違うのだなとい

うのが走っていても、多分、皆さんわかっていらっ

しゃると思うのですが、調査していただいてわかり

次第、またということになると思いますし、今、雪

崩の話もあって、危険箇所も今もまだ残っているの

かもしれませんし、前もあったのが、突然、木が倒

れてきて、風が吹いた何日か後に木が倒れてきてび

っくりしたということも私自身も経験していますの

で、その辺も含めて調査していただきたいと思いま

す。 

○佐々木委員長 

 調査がわかり次第、また報告をいただくというこ

とでよろしくお願いいたします。 

 それでは、以上で、経済建設委員会を閉会いたし

ます。 

 お疲れさまでした。 

午後１時47分 閉会 

 

 

 


